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阪神・淡路大震災における神戸市の取組事例 

 

Ⅰ 被害の概要 

(1) 災害名 ： 阪神・淡路大震災 

(2) 発生日時 ： 平成７年１月１７日 ５時４６分 

(3) 神戸市における住家被害の状況 

全 壊 大規模半壊 半 壊 一部破損 

61,800 棟 

113,571 世帯 

（半壊の内数） 51,125 棟 

119,631 世帯

126,197 棟 

※兵庫県ＨＰより 

全 焼 半 焼 

6,965 棟 

 

80 棟 

 

※神戸市ＨＰより 

 

Ⅱ 神戸市の取組事例 

(1) 経過・経緯について 

① 地震発生よりり災証明書発行に至るまでの経過 

平成 7 年 1 月 17 日 阪神・淡路大震災発生 

平成 7 年 1 月 23 日 り災証明の発行を決定 

平成 7 年 1 月 30 日～2 月 3 日 家屋被害調査の実施 

平成 7 年 2 月 4 日、5 日 り災台帳の作成 

平成 7 年 2 月 6 日～4 月 21 日 り災証明書の発行 

② 経緯 

ア 被災直後から被災された市民の方々から「り災を証明する書類」の発行申出があ

り、また市側も国その他関係機関等への正確な被害状況の報告、市税等の減免及び

各地からの義援金の分配のためにもきっちりとした調査とそれに基づく「被災した

事実の証明書」の発行の必要性が生じた結果、１月 23 日に全国的にも前例のない

「り災証明書」の発行を決定した。 

 * 適正・迅速な被害認定とり災証明書の迅速な発行 

イ 義援金の交付を被災された市民のためにできるだけ早い時期に行うようにとの方

針から、り災証明書の発行日を２月６日（被災から 20 日目）からとし、あわせて

義援金（県市見舞金含む）を交付することとした。 

ウ そのため被害調査を短期間に行わなければならなくなり、調査期間を１月 30 日か

ら２月３日までの５日間、り災台帳の作成を２月４日・５日の２日間と決定した後、

調査方法、調査担当部署、人員確保の方法、判定基準、り災証明書の様式・内容等々

について協議が行われた。 

 

(2) 家屋被害調査について 



参考資料Ⅰ 被災自治体における被害認定業務の取組事例 

災害に係る住家の被害認定講習テキスト 

参考資料Ⅰ－3 

① 調査担当部署 

税務部門中心（固定資産税担当が家屋課税データを保有しており、関連知識を有し

ていると判断したため。） 

② 判定基準 

国の当時の基準は概括的であり、大規模災害の場合これでは実務上被害判定は不可

能だった。（「災害の被害認定基準の統一について」S43.6.14 内閣総理大臣官房審議

室長通知） 

そこで、急遽判定表を作成した。具体的には部位別に損害（被害）度合を判定し、

それを数値化する方法を採用した。 

・木造・プレハブ造：屋根 20％、壁 60％、構造体(柱・基礎・床組)20％ 

・非木造：構造体(躯体・基礎)40％、仕上(外装・屋根)24％、設備 36％ 

③ 判定区分 

「全壊（全焼）」・・・・損害の程度 50％以上 

「半壊（半焼）」・・・・損害の程度 20％以上 50％未満 

「一部破損（水損）」・・損害の程度 20％未満 

④ 調査方法 

外観目視による第１次調査と申出等による第２次調査（内部立入を含む再調査）に

区分した。調査期間、被災者の状況から内部立入調査は困難と判断。 

⑤ 調査対象 

市内の全家屋を対象とした。（義援金の関係は住家のみだが、市税の減免は非住家

も対象としたため。） 

⑥ 調査要員 

ア 第１次調査は、税務職員（主税部及び区）、消防局職員及び他政令指定都市の応援

税務職員（180 名）で実施した。 

区 担 当 

東灘区 消防局 

灘 区 理財局・区役所・他都市応援

中央区 理財局・区役所・他都市応援

兵庫区 消防局 

北 区 区役所・消防局 

長田区 消防局 

須磨区 理財局・区役所・他都市応援

垂水区 区役所・消防局 

西 区 区役所・消防局 

イ 第２次調査は、区税務職員と他市応援建築職員で実施。なお、公営住宅は住宅局

の建築職員が担当した。 

⑦ 第２次調査（再調査）への対応 

第１次調査で調査不能だったものや第１次調査の結果に不服がある旨の申出があ

ったものを対象として、内部調査を含めて実施した。 
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再調査の申出が多くなった要因として、り災証明が税の減免、学校の入学金・授業

料の減免、企業内の見舞金、各種融資等の判断基準に利用されたことも一因。 

 

(3) り災証明書の発行について 

① 発行者と対象者 

各区長名（焼失家屋は消防署長名）で所有者と居住者に対し発行。 

② 発行期間 

平成 7 年 2 月 6 日～4 月 21 日（特別な事情がある場合は引き続き対応） 

③ 発行件数 

558,399 件（2000 年 2 月 29 日現在） 

［内訳］ 全壊 161,096 件、全焼 12,625 件、半壊 130,605 件、半焼 507 件、 

一部損壊 253,505 件、水損 61 件 

④ 再調査総件数 

61,457 件 

［内訳］ 倒壊再調査 61,438 件、火災再調査 19 件 
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新潟県中越地震における小千谷市の事例 

 

Ⅰ 被害の概要 

(1) 災害名 ： 新潟県中越地震 

(2) 発生日時 ： 平成１６年１０月２３日 １７時５６分 

(3) 小千谷市における住家被害の状況（平成１９年１月１６日現在） 

全 壊 大規模半壊 半 壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 

622 棟 

635 世帯 

370 棟 

371 世帯 

2,386 棟 

2,465 世帯

7,514 棟 

8,995 世帯

20 棟 

20 世帯 

31 棟 

31 世帯 

 

 

Ⅱ 小千谷市の取組事例 

(1) 経過について 

平成 16 年 10 月 23 日 新潟県中越地震発生 

平成 16 年 10 月 28 日～11 月 15 日 家屋被害調査の実施（１次調査：外観目視調査） 

平成 16 年 11 月 21 日～り災証明書発行（24 日までは発行センターを設け対応） 

平成 16 年 11 月 21 日～平成 17 年 2 月 10 日 再調査の実施 

 

(2) 家屋被害調査等について 

① 調査担当部署 

小千谷市防災計画では、税務課が総務部調査班として位置付けられているため「税

務課」が調査を担当した。 

② 調査期間 

り災証明の発行時期の確定により終期を決定。（発行開始日 11 月 20 日頃） 

平成 16 年 10 月 28 日（木）～11 月 15 日（月） 

③ 調査方針 

悉皆調査、住家・非住家を含めて 15,975 棟 

④ 調査体制 

調査日数と対象家屋の関連から調査員の必要数を算出。 

当初は税務課職員 20 名、その後他課職員応援あり。 

11 月 2 日より県内外職員等の応援あり。 

非木造家屋の調査員として県税部職員の応援あり。 

延べ調査員数は 1,578 名。 

⑤ 調査方法 

第１次調査は外観目視調査とする。（運用指針の第１次・第２次判定） 

原則として２人１組で外観から目視調査・傾斜測定を実施。（デジカメ撮影） 

木造・プレハブ家屋は「住家被害調査票」(外部提供)により判定。 

非木造家屋は内閣府作成の「住家被害調査表」により判定。 

⑥ 調査員の研修 

左記の内数（再掲）
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調査方法等を事前に周知。 運用指針の内容説明と調査表による実地研修の実施。 

⑦ 備品等の用意 

家屋現況図、調査表（判定表）、住宅明細図（コピー）、 

調査必需品（傾斜計、コンベックス､ヘルメット､デジタルカメラ等） 

⑧ 調査実施の広報 

り災証明発行のための被害調査の実施を周知。 

⑨ 調査結果の検討及び集約 

ア 調査結果の検討 

日々調査結果を検討し、判定内容を確定。 

イ 調査結果の集約 

判定結果（全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊）を課税支援システム（土地家屋

現況図）を利用したデータベース（り災証明発行システム）に反映入力。 

ウ 撮影した外観写真もあわせて整備（証明発行時の説明に活用） 

⑩ 再調査申出に関する業務  

ア 申出の受付（相談窓口） 

申請者から事情聴取し、調査資料を提示して説明。 

納得が得られない場合は、り災証明発行を保留し、再調査日程を調整。 

（第１次調査完了分の約３割程度再調査申出あり。） 

イ 再調査の実施 

平成 16 年 11 月 25 日より、一日 5 組体制（市職員と他市応援職員のペア）にて、

内部立入調査（運用指針の第３次判定の「住家被害調査表」使用）を実施。 

※ 平成１７年７月をもって調査の終結を市報で周知したが、その後も再調査の申出

があり、初めての再調査申出だけは受け入れた。 

 

(3) り災証明の発行について 

① り災台帳の作成 

課税支援システム（土地家屋現況図）を利用したデータベース（り災証明発行シス

テム）でり災台帳作成。 

② 発行期間・会場 

平成 16 年 11 月 21 日～24 日は特設会場（地域指定）にて発行。 

     その後は市役所税務課にて発行。 

   ③ 発行会場での対応 

「り災証明発行の対応マニュアル」を作成。 

調査を担当した市職員を中心に対応（説明、発行） 

会場整理・案内はボランティアが担当。 

④ り災証明書発行の広報 

市広報誌等により日程・会場を被災者に周知。 

調査結果に不服のある場合の対応も明示。 

⑤ り災証明の発行業務 

ア 申請書の受付（申請窓口） 
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整理券（概ねの時間指定）を渡し、受付窓口に案内。 

整理券と引き換えに申請書を交付し、記入内容を説明。 

申請書の記入内容を確認・受け取り、発行手続を説明。 

イ 判定結果の検索 

申請者（所有者か居住者）を確認のうえ、り災台帳（端末）で検索し、申請書に判

定結果（全壊、大規模半壊、半壊、一部破損のいずれか）を記入。 

ウ 判定結果の説明 

判定内容を申請者に説明し、当該内容でり災証明書を発行してよいかを確認、納得

された場合は発行窓口に案内。納得されない場合は相談窓口に案内。 

エ り災証明の交付 

り災証明（発行番号記入・公印押印）を申請者に交付。り災台帳に発行分の入力処

理。 

⑥ 相談窓口の設置 
調査結果に不服のある者等に対応するために設置。 

調査を担当した市職員が調査資料（調査票、写真等）を見せながら説明。 

納得されない方には再調査申出書により日程を調整し、再調査を実施。 

⑦ り災証明発行台帳の整理 

発行件数の集計。判定内容別に対象棟数・世帯数を集計。 
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平成１６年台風第２３号災害における兵庫県の取組事例 

 

Ⅰ 被害の概要 

(1) 災害名 ： 平成１６年台風第２３号災害 

(2) 発生日 ： 平成１６年１０月２０日 

(3) 兵庫県における住家被害の状況（平成１７年１１月２８日現在） 

全 壊 大規模半壊 半 壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 

783 棟 

1,024 世帯 

1,548 棟 

1,616 世帯

5,594 棟 

6,041 世帯

1,506 棟 

1,534 世帯

1,745 棟 

1,820 世帯 

9,058 棟 

9,318 世帯

 

Ⅱ 兵庫県の取組事例 

(1) 経過について 

平成 16 年 10 月 20 日 台風第 23 号による被災 

平成 16 年 11 月 4 日 市町防災担当課長会議の開催 

平成 18 年 1 月 27 日 兵庫県家屋被害認定士制度創設 

平成 18 年 2,3 月   家屋被害認定士養成研修実施（64 人） 

平成 18 年 6 月    家屋被害認定士養成研修実施（110 人) 

 

(2) 被害調査に係る市町への支援 

① 台風災害直後の対応 

被災市町においては、内閣府による従来の被害認定基準や同指針を十分に認識して

いない状況も見受けられた。 

そこで、浸水等による住宅被害の認定に係る内閣府通知（平成 16 年 10 月 28 日付

府政防第 842 号）が出されたことから、その趣旨を最大限に活かすとともに、被害

調査業務の簡素化・効率化や、県下における判定基準・判定方法の統一化を図るた

め、平成１６年１１月４日の市町防災担当課長会議において同通知の具体的な解釈

を示し、適切に被害調査を進めるよう指導した。 

また、被害の大きい市町へは、市町間の相互応援協定に基づく職員の応援が行われ

たほか、県からも建築職員の応援が行われた。 

② 被害調査の実態を踏まえた検討 

平成１６年台風第２３号や新潟県中越地震災害による被害調査において、調査手順

が複雑で時間を要することや隣接市町間で認定結果に差が出るなどの課題が顕著

になった。 

こうした被災市町による被害調査の実態を踏まえ、さらに簡素化・効率化と判定結

果の均一化を図るため、判定方法について検討を行い、その取扱いについて市町に

周知した。 

○ 判定方法の取扱内容  

a  浸水被害 

・屋根、床の各部位における損傷程度区分の追加等 
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・床、外壁、内壁、天井、建具、柱等に係る各部位毎の損傷面積割合の算定を〔浸

水床面積／全床面積〕による簡易な算定方法に変更  等 

b  地震被害 

・外壁の損傷程度を〔半間単位等〕で判定、内壁、床、天井等の各部位の損傷程

度を〔一面単位〕で判定する簡易な方法に変更 等 

 

(3) 兵庫県家屋被害認定士制度の創設 

① 主旨 

今後発生する災害における被害調査の迅速化と統一化を担保し、被災者支援制度の

円滑な実施に資するため、十分な知識と技術を備え即時に被害調査に従事できる家

屋被害認定士を養成する「兵庫県家屋被害認定士制度」を平成１８年１月に創設し、

同年２月から認定士の養成を実施している。 

② 制度概要 

a  内容 

・家屋被害認定士の養成・認証（目標養成数：360 人） 

・家屋被害認定士の登録・管理 

b  家屋被害認定士の役割 

・災害時に即戦力の調査員として被害調査に従事 

・被害調査に関する調査方法、判定方法等の被災者等への説明 

・調査員となる他の職員等に対する必要な研修・訓練等の実施 

c  家屋被害認定士の養成対象者 

・市町職員、県職員、関係団体会員等 

 

 

「兵庫県家屋被害認定士制度」要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、兵庫県住宅再建共済制度をはじめ、災害時における多くの被災者支援制度において市

町長が発行する罹災証明が用いられることにかんがみ、十分な知識と技術をもって即時に被害調査に従事

できる家屋被害認定士を養成することにより、今後発生する災害における被害調査の迅速化と統一化を担

保し、被災者支援制度の円滑な実施に資することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 家屋被害認定士 第４条の認証を受けた者で、次の役割を持つ者をいう。 

ア 災害時に市町長より調査員に命ぜられ、即戦力として被害調査を行う。 

イ 被害調査に関する調査方法、判定方法及びこれらの考え方を必要に応じて被災者等へ説明する。 

ウ 常に自己研鑽を行うとともに、調査員となる他の職員等に対し、必要な教育・訓練を行う。 

(2) 被災者支援制度 兵庫県住宅再建共済制度、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金制

度、災害救助法に基づく救助、その他災害に係る被災者への資金給付・貸付金制度、税・使用料・料金等

の減免などをいう。 

(3) 災害 災害対策基本法第２条第１号に定める用語の定義による。 

(4) 罹災証明 災害時に市町長が被災者の申請に基づいてその住家の被害に係る事実を証明することをい

う。 

(5) 被害調査 市町長が罹災証明の発行に当たり、事実の確認を行うために実施する調査をいう。 

(6) 調査員 災害時に市町長の命により被害認定調査に従事する者をいう。 
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 （家屋被害認定士の養成研修） 

第３条 県は、次の各号に係る一定の水準の知識と技術を有する家屋被害認定士の養成研修を実施するもの

とする。 

(1) 被災者支援制度 

(2) 被害調査及び罹災証明発行に係る業務 

(3) 被害調査の調査方法・判定方法 

(4) 内閣府が作成した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」 

(5) その他家屋の被害調査に関して必要な事項 

 

 （家屋被害認定士の認証） 

第４条 知事は、養成研修の修了者へ養成研修の修了証を交付し、家屋被害認定士として認証するものとす

る。 

 

 （家屋被害認定士の登録・管理） 

第５条 県は、養成研修の修了者を登録・管理し、家屋被害認定士相互間の連携を図るものとする。 

２ 県は、登録された家屋被害認定士に対し、関係法令や被害認定基準等の改正に併せて適時事後研修を行

うものとする。 

 

 （家屋被害認定士の養成研修への参加対象者） 

第６条 知事は、必要と認めるときは、職員の中から家屋被害認定士となるべき者を選定し、養成研修に参

加させるものとする。 

２ 市町長は、当該市町の職員の中から家屋被害認定士となるべき者を選定し、養成研修に参加させるもの

とする。 

３ 建築及び不動産関係団体の長は、当該団体の会員の中から家屋被害認定士として協力できる者を選定

し、養成研修に参加させることができる。 

 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、家屋被害認定士に関し必要な事項は、県が別に定める。 

 

     附 則 

 この要綱は、平成１８年１月２７日から施行する。 
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平成１７年台風第１４号災害における宮崎市の取組事例 

 

Ⅰ 被害の概要 

(1) 災害名 ： 平成１７年台風第１４号災害 

(2) 発生日 ： 平成１７年９月６日 

(3) 宮崎市における住家被害の状況 

全 壊 大規模半壊 半 壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 

604 世帯 661 世帯 635 世帯 112 世帯 158 世帯 403 世帯 

 

Ⅱ 宮崎市の取組事例 

(1) 経過について 

平成 17 年 9 月 6 日 台風第 14 号による被災 

平成 17 年 9月 12 日～9月 26 日 災害全般に係る相談窓口の設置（被災地域３箇所） 

平成 17 年 9 月 16 日～10 月 14 日 災害全般に係る相談窓口の設置（市役所内） 

平成 17 年 9 月 14 日 市町担当課長会議の開催 

平成 17年 9月 20日～9月 24日 支援策及び被害認定調査に係る地域説明会(6地域) 

平成 17 年 9 月 21 日～10 月 3 日 家屋被害調査の実施（再調査依頼を含め翌年 3 月

迄実施） 

平成 17 年 10 月 13 日 被害認定調査結果通知（１回目：1,626 件） 

平成 17 年 10 月 15 日～10 月 23 日 災害支援に係る申請受付窓口の設置（被災地域

４箇所） 

平成 17 年 10 月 27 日～3 月 31 日 災害支援に係る申請受付窓口の設置（市役所内） 

平成 17 年 9 月 8 日～ り災証明書発行 

 

(2) 家屋被害調査等について 

① 調査担当部署 

技術部門：建設部 住宅建築課 

事務部門：健康福祉部（現在の福祉部） 障害福祉課 

② 調査期間 

平成 17 年 9 月 21 日～10 月 3 日（以後、再調査を含め 3 月まで実施） 

③ 調査方針 

外観目視及び聞き取りによる一次調査の結果を受け、床上浸水以上の被害あった地

域について、全戸調査（二次調査）を実施。 

④ 調査体制 

建築技師１名と事務職１名の２名１組とし、１日２０組による体制で調査を実施。 

建築技師は、市役所内の全ての建築技師に依頼。 

事務職は、健康福祉部（現在の福祉部及び健康管理部）、監査事務局、農業委員会

事務局で対応。 
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⑤ 調査方法 

内閣府の被害認定運用指針による。 

⑥ 調査員の研修 

住宅建築課による調査方法の説明会を実施（被害調査にあたる技術職全員を対象） 

⑦ 調査実施の広報 

被災地域６箇所において、被害調査（２次調査）及び支援策の説明会を実施。 

説明会の翌日から調査を実施。 

市ホームページ掲載 

⑧ 調査結果の検討及び集約 

毎日の調査終了後、調査員（技術職）によるデータ精査。 

精査されたデータを住宅建築課へ持ち込み、再度精査。 

住宅建築課で集約したデータを、障害福祉課へ通知。 

障害福祉課でデータを管理。（被害認定の通知、罹災証明の発行、支援策等に利用） 

⑨ 再調査への対応 

被害認定調査結果の通知を発送後(H17.10.13 付け)から被災者の申し出により実施。 

 再調査件数：約６０件 

 

(3) り災証明の発行について 

① り災証明書発行担当部署 

危機管理室 

各総合支所企画総務課（佐土原・田野・高岡） 

各地域センター（赤江・木花・青島・住吉・生目・北） 

② 発行期間・会場 

危機管理室 

各総合支所企画総務課（佐土原・田野・高岡） 

各地域センター（赤江・木花・青島・住吉・生目・北） 

③ り災台帳の作成 

障害福祉課作成の台帳を用いた。 

④ 発行件数 

７，６９５件（平成 19 年 2 月 9 日現在） 

⑤ 相談窓口の設置 

平成17年 9月 12日～9月26日  災害全般に係る相談窓口の設置(被災地域３箇所) 

平成 17 年 9 月 16 日～10 月 14 日 災害全般に係る相談窓口の設置（市役所内） 

平成 17 年 10 月 15 日～10 月 23 日 災害支援に係る申請受付窓口の設置（被災地域

４箇所） 

平成 17 年 10 月 27 日～3 月 31 日 災害支援に係る申請受付窓口の設置（市役所内） 
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平成１７年台風第１４号災害における延岡市の取組事例 

 

Ⅰ 被害の概要 

(1) 災害名 ： 平成１７年台風第１４号災害 

(2) 発生日 ： 平成１７年９月６日 

(3) 延岡市における住家被害の状況 

全 壊 大規模半壊 半 壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 

64 棟 

78 世帯 

147 棟 

155 世帯 

481 棟 

494 世帯 

3 棟 

5 世帯 

541 棟 

568 世帯 

783 棟 

788 世帯 

 

Ⅱ 延岡市の取組事例 

(1) 経過について 

平成 17 年 9 月 5 日 13:00 災害警戒本部設置 

15:00 災害対策本部設置 

16:00 防災情報の発表 

19:15 避難準備情報の発表 

23:30 避難勧告の発令 

平成 17 年 9 月 6 日 8:30 避難指示の発令 

平成 17 年 9 月 13 日～平成 18 年 3 月 2 日 家屋調査の実施（再調査含む） 

平成 17 年 10 月 13 日以降 被災者生活再建支援法に係る申請書受付開始 

 

(2) 家屋被害調査等について 

① 調査担当部署 

建築指導課が中心となり、建築住宅課・教育委員会総務課等に配属されている建築

技師等の応援を得て調査を行った。 

② 調査期間 

平成 17 年 9 月 13 日～9 月 30 日 

（再調査 平成 17 年 10 月 1 日～H18 年 3 月 2 日） 

③ 調査方針 

基本的に、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて調査を

実施し、住宅被害調査表に記入、計算を行った。 

④ 調査体制 

建築指導課が中心となり、建築住宅課、教育委員会総務課、清掃工場、管理課、区

画整理課、消防署及び宮崎県建築士会延岡支部・延岡建築設計事務所協会・延岡建

築設計事務所会・延岡地区建設業協会の応援を得て、調査を行った。 

調査人員 26 人（１0 班体制）延べ 145 名程度 

⑤ 調査方法 

児童家庭課職員が被災住宅の概略の把握を行い、それを地図にマークしその地図を

基に上記調査班により調査を行った。 
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計算シートについては、兵庫県方式をベースにして調査をおこなった。 

⑥ 調査員の研修 

初めての調査であるため周知徹底のため事前に調査員全員に研修を行った。 

⑦ 調査実施の広報 

調査実施の広報については、何日から被害調査に入る等の連絡を被災地域の各区長

に通知し、各区長から住民に連絡してもらった。 

⑧ 調査結果の検討及び集約 

調査結果の検討及び集約については、建築指導課で行った。被災地区が広範囲であ

ることから、各区域での判定等（全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊）が公平であ

るかどうかを検討して集約し、認定会議を経て認定を行った。 

また、地区ごとに番号をつけて、一件ごとに調査票、位置図、写真をまとめた。 

⑨ 再調査への対応 

再調査への対応については、基本的に判定結果に納得していただけるまで、三次判

定シートにて調査を行った。 

再調査件数 １４１件  

 

(3) り災証明の発行について 

① り災証明書発行担当部署 

延岡市総務部総務課（ただし、被災者生活再建支援事業、災害救助事業に係る罹災

証明は児童家庭課） 

② 発行期間・会場 

９月７日から総務課窓口 

10 月 13 日以降 被災者生活再建支援法、災害救助法の申請受付会場での罹災証明

受付 

③ り災台帳の作成 

「Ⅱ（2）の家屋被害調査等について」による。 

被災者が持参した被災状況の判明する写真、修理請求書等（住家以外を含む。被災

者生活再建支援法、災害救助法を除く） 

④ 発行件数 

1,500 件（別途被災者生活再建支援事業及び災害救助事業で約 1,300 件発行） 

⑤ 相談窓口の設置 

   ９月７日から各課において相談窓口を開設 

10 月 13 日以降、被災地区の各公民館等において被災者生活再建支援事業、災害救

助事業の申請受付。 
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平成１８年７月豪雨におけるさつま町の取組事例 

 

Ⅰ 被害の概要 

(1) 災害名 ： 平成１８年７月豪雨 

(2) 発生日 ： 平成１８年７月２０～２３日 

(3) さつま町における住家被害の状況 

全 壊 大規模半壊 半 壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 

219 棟 

214 世帯 

139 棟 

133 世帯 

222 棟 

213 世帯 

6 棟 

6 世帯 

114 棟 

86 世帯 

115 棟 

102 世帯 

 

Ⅱ さつま町の取組事例 

(1) 経過・経緯について 

① 災害発生からり災証明書発行に至るまでの経過 

平成 18 年 7 月 20～23 日 梅雨前線による豪雨 

平成 18 年 7 月 27 日～28 日 浸水家屋被害の調査（浸水高さ、浸水区域の調査） 

平成 18 年 7 月 28 日 鹿児島県による担当者説明会の開催 

平成 18 年 7 月 29 日～7 月 31 日 家屋被害調査の実施 

平成 18 年 8 月 4 日～8 月 10 日 住民総合相談所開設 

平成 18 年 8 月 1 日～現在 り災証明書発行 

   ② 経緯 

  被災直後から被災住民よりり災証明書の発行の願いもあり、また「被災者生活再建

支援法」の適用、被災家屋住宅の判定方法研修会等の開催も被災後に急に決定した

ため、とりあえず浸水区域の把握、浸水家屋の数の把握が急務であり、浸水直後の

７月 27 日から具体的な調査に入り、後ほど内閣府からの説明に基づき再度、追加

で詳細調査を実施している。 

 

(2) 家屋被害調査等について 

① 調査担当部署 

さつま町の地域防災計画書には担当部署は「税務課」と記載してあるが、浸水規模

が広域となり、浸水家屋等も多数にわたると思われるため、職員総員で対応する必

要があり、「総務課」が中心となり、担当者を割振り、多くの役場職員を動員して

実施した。 

② 調査期間 

平成 18 年 7 月 27 日～7 月 31 日 

③ 調査方針 

内閣府からの「被災者生活再建支援法」に基づく調査基準の説明よりも先行して、

調査にあたった経緯もある。 

まずはじめの段階では（一次調査）、浸水区域、浸水家屋及び明らかに倒壊、流出

した家屋を把握するとともに、浸水した家屋においては床上の浸水高さを調査した。 
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その後、内閣府からの具体的な調査方法の説明を受けて、再度詳細に渡り調査（二

次調査）を実施、被害度の判定を行った。 

④ 調査体制 

地区名 公民会等 担当部署 

薩摩地区 薩摩地区全域 薩摩総合支所 

柏原地区 櫃ケ迫、上川口、市場、 

諏訪下、小路下手ほか全域

鶴田総合支所 

湯田地区 湯田下、湯田中 財政課、社会教育課 

虎居地区① 轟原 町民課、監査室、社会教育課総務

課 

虎居地区② 虎居町、東町 スポーツ振興室、文化課、すこや

か長寿課 

虎居地区③ 西町、虎居馬場、西手西 税務課 

宮之城屋地地

区 

川原地区、天神、東谷、中

央 

商工観光課、農業委員会、議会事

務局 

二渡地区 二渡、二渡町、須杭 担い手支援室、会計課、健康増進

課 

山崎地区 草田、山崎町、荒瀬 企画広報課 

定住促進室 

その他の地区 土砂災害の被害を受けた地

区 

災害対策本部（総務課等で対応） 

⑤ 調査方法 

大別すると一次調査、二次調査の２回にわたり実施（詳細は上記のとおり） 

⑥ 調査員の研修 

一次調査については、災害対策本部により調査方法を説明し調査を実施 

二次調査については、調査担当職員を一同に集めて、内閣府の説明会に出席した職

員を中心に調査方法を説明。 

⑦ 調査実施の広報 

広報媒体（防災無線、公民会有線放送、自治会の回覧）等が寸断されており、また

被害報告、り災証明願いの申請などあり、調査を急ぐ必要があったため、調査に関

する広報は特に実施していない。職員により戸別訪問で周知しながら調査にあたっ

た。 

⑧ 調査結果の集約 

調査に入る段階で、浸水被害戸数が多数に渡る恐れがあり、調査項目も多岐にわた

るため、 

調査票を電子化する必要があった。 

被災直後から、総務課情報システム係で、集計の仕方、入力フォーマットの作成に

あたった。 

なお、集計作業においては、総務課において集計作業を実施 
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⑨ 再調査への対応 

調査結果に対する質問、異議、再調査依頼が多数あった。 

その対応にあっては、まず調査にあたった調査員（職員）の立会いのもと、建築士

（職員）の協力を得て、再調査を実施（被災者が納得されるまで説明を実施） 

   ⑩ その他問題点等 

調査員については、役場職員に担当していただいたが、調査方針の説明不足等もあ

り、被害家屋ごと調査員でばらつきも見られた。 

また、浸水被害における判定は地震判定と違い、困難であった。 

被災者としても「被害度」をなかなか理解していただけず、説明に苦慮した。 

 

(3) り災証明書の発行について 

   ① り災証明書発行担当部署 

総務課（交通防災係） 

② 発行期間・会場 

被災直後から現在まで発行している、発行は総務課内（交通防災係で対応） 

③ り災台帳の作成 

罹災証明の発行に関しては、調査結果を電算化し、パソコンで検索して発行 

④ 発行件数 

平成 19 年１月 16 日現在で 1,495 件発行 

⑤ 相談窓口の設置 

平成 19 年 8 月 4 日から 8 月 10 日まで、各地区を巡回して総合相談窓口を設置 

その後も、役場に一定期間総合相談窓口を設置 
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平成１８年台風第１３号に伴う竜巻災害における延岡市の取組事例 

 

Ⅰ 被害の概要 

(1) 災害名 ： 平成１８年台風第１３号災害 

(2) 発生日 ： 平成１８年９月１７日 

(3) 延岡市における住家被害の状況 

全 壊 大規模半壊 半 壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 

75 棟 

112 世帯 

84 棟 

85 世帯 

246 棟 

271 世帯 

762 棟 

1,144 世帯

－ － 

        

Ⅱ 延岡市の取組事例 

(1) 経過について 

平成 18 年 9 月 17 日 14:20 竜巻による被災 

平成 18 年 9 月 18 日 8:30 総合相談窓口の開設（18 日～29 日） 

             （罹災証明書の発行等） 

平成 18 年 9 月 18 日～平成 19 年 1 月 15 日 家屋被害調査の実施（再調査含む） 

平成 18 年 9 月 20 日 被害状況調査の広報 

平成 18 年 9 月 21 日 18:00 夜間出前相談窓口の開設（21 日～27 日） 

平成 18 年 10 月 11 日 被災者生活再建支援法に係る申請書受付開始 

 

(2) 家屋被害調査等について 

① 調査担当部署 

建築指導課及び建築住宅課を中心として、教育委員会総務課等に配属されている建

築技師等の応援を得て調査を行った。 

② 調査期間 

平成 18 年 9 月 18 日～10 月 31 日 

（再調査期間 平成 18 年 11 月 1 日～H19 年 1 月 15 日） 

③ 調査方針 

基本的に、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて調査を

実施し、住宅被害調査表に記入、計算を行った。 

④ 調査体制 

建築指導課及び建築住宅課を中心として、教育委員会総務課、北方支所、清掃工場、

管理課、区画整理課、消防署職員で調査班を編制し、調査を行った。 

調査人員 26 人（１１班体制）延べ 212 名程度 

⑤ 調査方法 

資産税課職員により被災住宅の概略の把握を行い、それを地図にマークしその地図

を基に上記調査班により調査を行った。 

一次判定については、外観目視調査により判定を行った。 

二次判定については、今回の台風第１３号による住家被害では、竜巻による急激な
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渦巻状の上昇気流により、特に屋根や外壁に大きな損傷を受け、瓦や外壁などの飛

散物により、窓ガラスの損傷が特徴的であったことから、外壁の損傷程度の評価に

おいて、通常では算入されない窓ガラス部分を外壁の損傷として算入し、窓ガラス

部分の損傷を外壁の評価に反映させた。 

三次判定については、屋内に入って被害部分を確認し、三次判定シートにて調査を

おこなった。 

⑥ 調査員の研修 

調査員の研修に当たっては、平成 17 年台風第 14 号災害時に床上浸水の被害調査を

行い、ある程度の知識はあったが、今回の災害が竜巻による前例のない大規模被害

であり、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」や参考資料（損傷程

度の例示）を参照しながら、調査員全員を集め事前に周知研修を行った。 

⑦ 調査実施の広報 

調査実施の広報については、何日から被害調査に入る等の連絡を被災地域の各区長

に通知し、各区長から住民に連絡してもらった。 

⑧ 調査結果の検討及び集約 

建築指導課で調査結果の検討及び集約を行った。被災地区が広範囲であることから、

各地区での判定等（全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊）が公平であるかどうかを

検討して集約し、認定会議を経て認定した。 

また、地区ごとに番号をつけて、一件ごとに調査票、位置図、写真をまとめた。 

⑨ 再調査への対応 

再調査への対応については、判定結果に納得していただくまで、三次判定シートに

て調査を行った。 

再調査件数 ３６件 

  

(3) り災証明の発行について 

   ① り災証明書発行担当部署 

 延岡市総務部防災推進室（ただし、被災者生活再建支援事業、災害救助事業に係る

罹災証明は児童家庭課） 

② 発行期間・会場 

     ９月１８日以降 

     ９月１８日～２９日（会場：総合相談窓口） 

     ９月３０日～１０月６日（会場：罹災証明書発行会議室） 

１０月７日以降（会場：防災推進室） 

１０月 11 日以降 被災者生活支援法、災害救助法の申請受付会場での罹災証明受

付 

③ り災台帳の作成 

「Ⅱ（2）の家屋被害調査等について」による。 

被災者が持参した被災状況の判明する写真、修理請求書等（住家以外含む。被災者

生活再建支援法、災害救助法を除く） 

④ 発行件数 
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2,000 件（別途被災者生活再建支援事業及び災害救助事業として約 460 件発行） 

⑤ 相談窓口の設置 

９月１８日から２９日まで総合相談窓口を開設し、被災者生活再建支援法、災害救

助事業、罹災証明書の発行・被災コミの収集・住宅入居相談・ボランティア受付等

の相談を受付。 

１０月１１日以降、被災地区の各公民館等において被災者生活再建支援事業、災害

救助事業の申請受付。 
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防災基本計画・地域防災計画 
 

 

 

 

○ 防災基本計画 ················································· 参考資料Ⅱ-2 

 

 

○ 神戸市地域防災計画 ·········································· 参考資料Ⅱ-4 
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防災基本計画 

 

○ 防災基本計画（抄） 

（平成１７年７月２６日中央防災会議決定） 

 

第１編 総則 （略） 

 

第２編 震災対策編 

第３章 災害復旧・復興 

第４節 被災者等の生活再建等の支援 

○厚生労働省及び地方公共団体は，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく，

災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給，災害援護資金の貸付並びに生活福祉資

金の貸付，また，内閣府及び地方公共団体は被災者生活再建支援法に基づく被

災者生活再建支援金の支給により，被災者の自立的生活再建の支援を行うもの

とする。これを含む各種の支援措置を早期に実施するため，地方公共団体は，

発災後早期に被災証明の交付体制を確立し，被災者に被災証明を交付するもの

とする。 

 

第３編 風水害対策編 

第３章 災害復旧・復興 

第４節 被災者等の生活再建等の支援 

○厚生労働省及び地方公共団体は，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく，

災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給，災害援護資金の貸付並びに生活福祉資

金の貸付，また，内閣府及び地方公共団体は被災者生活再建支援法に基づく被

災者生活再建支援金の支給により，被災者の自立的生活再建の支援を行うもの

とする。これを含む各種の支援措置を早期に実施するため，地方公共団体は，

発災後早期に被災証明の交付体制を確立し，被災者に被災証明を交付するもの

とする。 

 

第４編 火山災害対策編 

第３章 災害復旧・復興 

第４節 被災者等の生活再建等の支援 

○厚生労働省及び地方公共団体は，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく，

災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給，災害援護資金の貸付並びに生活福祉資

金の貸付，また，内閣府及び地方公共団体は被災者生活再建支援法に基づく被

災者生活再建支援金の支給により，被災者の自立的生活再建の支援を行うもの

とする。これを含む各種の支援措置を早期に実施するため，地方公共団体は，

発災後早期に被災証明の交付体制を確立し，被災者に被災証明を交付するもの

とする。 

 

第５編 雪害対策編 
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第３章 災害復旧・復興 

第２節 被災者等の生活再建等の支援 

○厚生労働省及び地方公共団体は，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく，

災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給，災害援護資金の貸付並びに生活福祉資

金の貸付，また，内閣府及び地方公共団体は被災者生活再建支援法に基づく被

災者生活再建支援金の支給により，被災者の自立的生活再建の支援を行うもの

とする。これを含む各種の支援措置を早期に実施するため，地方公共団体は，

発災後早期に被災証明の交付体制を確立し，被災者に被災証明を交付するもの

とする。 

 

第１４編 その他の災害に共通する対策編 

第３章 災害復旧・復興 

第４節 被災者等の生活再建等の支援 

○厚生労働省及び地方公共団体は，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく，

災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給，災害援護資金の貸付並びに生活福祉資

金の貸付，また，内閣府及び地方公共団体は被災者生活再建支援法に基づく被

災者生活再建支援金の支給により，被災者の自立的生活再建の支援を行うもの

とする。これを含む各種の支援措置を早期に実施するため，地方公共団体は，

発災後早期に被災証明の交付体制を確立し，被災者に被災証明を交付するもの

とする。 

 

 



参考資料Ⅱ 防災基本計画・地域防災計画 

災害に係る住家の被害認定講習テキスト 

参考資料Ⅱ－4 

 

神戸市地域防災計画 

 

○ 神戸市地域防災計画（抄） 

 

16－2 り災証明書の発行システム 

 

 り災証明は、災害救助法、被災者生活再建支援法等による各種施策や市税の減免、

その他の被災者支援策を実施するにあたって必要とされる家屋の被害程度について、

地方自治法に定める防災に関する事務の一環として、被災者の応急的、一時的な救済

を目的に、区長及び消防署長が確認できる程度の被害について証明するものとする。 

 

１ り災証明の対象 

 り災証明は、災害対策基本法第 2 条第 1 号に規定する災害により被害を受けた家屋

について、以下の項目の証明を行うものとする。なお、家屋以外のものがり災した場

合において必要があるときは、区長が行うり災届出証明で対応する。 

① 全壊、流失、大規模半壊、半壊、床上浸水、一部破損、床下浸水 

② 火災による全焼、半焼、水損 

 

２ り災証明を行う者 

 り災証明は、証明の対象となる家屋が所在する区の区長が行うこととする。 

但し、火災によるり災証明は、申請者の家屋が所在する消防署長が行うこととする。 

 

３ り災証明書の発行 

 り災証明書の発行は、災害により被害を受けた家屋の使用者、一時滞在者、所有者

等からの申請によるものとし、前記「２ り災証明を行う者」が申請を受け付け、り

災証明書を作成し、これらの者に発行することとする。 

 但し、り災証明書は１世帯１枚の発行とする。 

 

４ り災証明の様式 

 資料 16－２－１による。 

 

５ 被害家屋の判定基準(上記１ ①に係るもの) 

 り災証明の根拠となる被害家屋の判定は「災害に係る住家の被害認定基準について

（平成 13 年 6 月 28 日府政防第 518 号内閣府政策統括官（防災担当）通知）（資料 16-2-2

通知文）に基づき、１棟全体で行う。 

 判定にあたっては、原則として「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針（内閣

府）」（資料 16-2-3 住家被害調査表）に沿って被害家屋調査を行うこととする。 

 被害家屋調査は、原則として、外観目視調査とし、判定結果に対して、被災者等か

らの再調査の申請があった場合は、申請者の立会いのもと、内部に立ち入って再調査

を行う。ただし、調査量が少ない等の場合は、最初から内部立ち入り調査とすること

も検討する。 
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６ り災証明書発行システム 

 図 16-2-1 に、災害発生からり災証明発行（上記１ ①に係るもの）までの流れを示す。 

災 害 発 生 

被害家屋調査およびり災証明発行の実施方針の確認 

被害家屋調査、り災証明等に関する広報 

り災台帳の整備 

り災台帳発行台帳の整備 

・調査用備品の準備 

・応援職員等の研修 

再調査 

申請 

被害家屋調査本部 

区被害家屋調査本部 

の設置 

再調査の準備 

り災証明 

申請 

 災害の規模等に応じて実施 

受付・り災証明発行 

受付 
再調査実施 

（立入り調査） 

調査実施 

（外観目視調査） 

突 合

被
害
家
屋
調
査
（
行
財
政
部
・
区
本
部
） 

再
調
査
（
行
財
政
部
・
区
本
部
）

り
災
証
明
発
行
（
市
民
参
画
推
進
部
・
区
本
部
） 

図 16-2-１ り災証明書発行の流れ 

変更なし 判定修正 

り災証明書の修正発行 

判定委員会 

（必要に応じて） 

調査実施計画の作成 
り災証明書発行準備 

・証明書様式印刷 

・会場の確保 

・受付、発行体制の検討 

・設備、機材の用意 

・応援職員等の研修 
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(1)り災証明発行、被害家屋調査の実施方針の確認 

 災害発生後、行財政部、市民参画推進部および区本部で、下記の要素を考慮して、

り災証明、被害家屋調査の実施方針を確認する。 

①家屋被害の状況あるいは家屋被害発生の見込み 

②り災証明発行が求められる各種施策に関する動き 

③国、兵庫県、他の被災自治体の動き 

④被害家屋調査の実施方法 

⑤り災証明の受付、り災証明書の発行方法 

⑥り災証明、被害家屋調査の実施期間 等 

 

(2) り災証明・被害家屋調査等の実施に関する広報 

 行財政部、市民参画推進部および区本部は、り災証明・被害家屋調査等の実施方

針の確認ができ次第、速やかに、その内容を広報する。り災証明を必要とする各種

施策の広報が必要な場合は、当該施策担当部との連携を図る。。 

 このとき、り災証明とり災届出証明との違い、被災建物応急危険度判定と被害家

屋調査との違いを被災者に正確に伝達するように留意する。 

 なお、必要に応じて、り災証明発行および被害家屋調査の進捗状況を定期的に広

報する。 

（参考）阪神・淡路大震災時のり災証明等に関する広報 

・被害家屋調査実施中の広報              1 月 28 日 

・り災証明発行開始（2 月 6 日より）の広報        2 月 3 日 

・り災証明の申請期限（4 月 21 日）の広報         3 月 31 日 

・再調査の申請期限（4 月 7 日）の広報          3 月 31 日 

 

(3)被害家屋調査の実施 

 災害発生後、二次災害等の恐れがなくなり次第、行財政部および災害が発生した

区の区本部が連携し、被害家屋調査を実施する。 

①調査実施計画の作成 

 調査実施計画は、6(1)で確認した実施方針に沿うものとし、国、兵庫県、他の

被災自治体等との情報共有を行いながら作成する。また、事前に被害概要を把握

する必要がある場合は、予備調査を実施する。 

 調査実施計画は、調査方法、調査範囲、調査人員、調査体制、調査期間、その

他必要な事項を含むこととする。 

②調査用備品等の準備 

 調査計画に応じて、調査実施に必要な備品等を準備する。 

③調査人員に対する研修 

 確保した人員に対して、必要に応じて、調査方法等の研修を実施する。 

④調査本部、区調査本部の設置 

 災害の規模が大きい等、被害家屋調査の状況を一元把握する必要がある場合は、

行財政部に調査本部を設置し、判定調査に関する進捗状況の管理、プレス対応、

PR 等を行う。また、家屋被害の著しい区では、区調査本部を設置し、区内の調査
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の進捗管理や調査本部との連携を図る 

 

(4)り災台帳の作成 

 行財政部および区本部は、被害家屋調査の実施とあわせ、り災証明発行台帳の基

本台帳となるり災台帳を作成する。 

 り災台帳には、被害家屋調査による判定結果、家屋データ、地番、住居表示、住

民基本台帳等のデータを集約する。 

 

(5)り災証明の発行 

 区本部は、被災者からり災証明の申請を受け付け、り災台帳にもとづいてり災証

明書を発行する。あわせて、り災証明書の発行状況を管理するため、り災証明書発

行台帳を作成し、その内容を、市民参画推進部に定期的に報告する。 

①受付・発行窓口の開設 

 区本部は、り災証明の受付・発行窓口を開設する。その準備は市民参画推進部

および区本部が連携して行う。 

②郵送による申請受付 

 市内の被災状況によっては、郵送による受付・発行を行う。 

(6)り災証明発行台帳の整備 

 区本部は、り災証明の発行状況を管理するため、り災証明発行台帳を整備する。 

 

(7)再調査 

 り災証明発行後、以下のような場合には、被災者等からの申し出により、再調査

を実施する。 

ア．被災者等がり災証明の判定結果に不服であった家屋 

イ．周囲の被災状況により被害家屋調査が物理的にできなかった家屋 

①再調査の受付および実施 

 区本部は、り災証明の受付窓口とあわせて、再調査の受付窓口を開設する。 

 受付後、被災者等の立会いのもと、再調査を実施する。 

 再調査の結果、被災度判定が変更となった場合は、り災台帳およびり災証明発行

台帳に反映するとともに、り災証明書の修正を行う。 

②判定委員会 

 再調査において、判定の困難なものについては、必要に応じて区本部内に次の判

定委員会を設置し、判定委員会の意見を踏まえ区長が判定する。 

 判定委員会の事務局は、各区の本部内に設置し、委員会の構成は専門知識を有す

る建築士、不動産鑑定士、学識経験者等から 3 名の委員を区長が委嘱する。 

 

７ 事前対策 

(1) 被害家屋調査員の登録 

 市職員(建築士、家屋評価補助員、家屋補償関係職員、消防査察職員等)及び建築

士等のボランティアを事前に登録しておく。 

(2) 判定基準等の研修 
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 行財政部は、区や建築協力会等の協力を得て、登録された調査員に対し、調査方法

(3) 他都市の協力体制の確立 

 地震発生時、応援を求める他都市との相互協力体制をあらかじめ確立しておく。 

(4) 調査携帯物品等の備蓄 

 各区役所に、傾斜計（さげふり）、コンベックス等調査携帯物品を備蓄する。 

 

８ 火災によるり災証明書の発行 

 消防署長は、火災によるり災証明について、以上に規定した手続に準じてり災証明

書を発行する。 
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り 災 証 明 書 

◎太わく部分をご記入ください。

住所 

℡（   ）   －    

（現在の連絡先） 

℡（   ）   －    

（フリガナ） 

申 請 者 

氏 名（り災者と同じ場合は記載不要です。） 
印 

（フリガナ） 

り災者氏名 
印 

氏    名 続柄 性別 生年月日 氏    名 続柄 性別 生年月日 

  男･女 - -   男･女 - -

  男･女 - -   男･女 - -

り災世帯の 

構 成 員 

  男･女 - -   男･女 - -

□ 持家 居住者 

□ 借家 居住者 （所有者名：          ） 
り 災 場 所 

申 請 資 格 

建物の使途 
□ 貸家 家 主 

□ 住 宅 
 
□ 非住宅（     ）

り災建物の 

所 在 地 

神戸市   区      町   丁目        番地 
                           番         号 

（マンション等名称                     ）

 

り 災 程 度 
□全壊    □大規模半壊   □半壊     □一部破損 
□流失             □床上浸水   □床下浸水 

り 災 原 因 

平成   年   月   日 発生した 
 
 
                            による。 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

第    号 

平成  年  月  日               神戸市   区長 印 

資料 16－２－１ 
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（裏面） 
 

＜り災証明について＞ 
・ この証明は，災害救助の一環として，応急的一時的な救済を目的に区長が確認できる程度の被害

について証明をするものです。 
※民事上の権利義務関係には，効力を有するものではありません。 

・ 「り災程度」は「家屋」を対象として，一棟ごとに母屋で判断します。 
※家屋に付随する家財道具や門柱，門扉などの外構はこの証明の対象とはなりません。 

・ 集合住宅等の場合，一棟全体で判定しますので，各区画，各部屋によっては，この証明の「り災

程度」と被害の程度に差が生じる場合があります。 
・ 「り災程度」は家屋を屋根，壁，構造体等の部位別に表面に現れた被害を観察して判定します。 
※表面に現れない被害（例：地中の杭の折損，壁，構造体等の内部素材そのものの被害等）があ

る場合には，この証明の「り災程度」と異なることもあります。 
 
この証明は，原則として一世帯に一枚の発行となりますので大切に保管してください。 
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り 災 証 明 書（火災） 

◎太わく部分をご記入ください。

住所 

℡（   ）   －    

（現在の連絡先） 

℡（   ）   －    

（フリガナ） 

申 請 者 

氏 名（り災者と同じ場合は記載不要です。） 
印 

（フリガナ） 

り災者氏名 
印 

氏    名 続柄 性別 生年月日 氏    名 続柄 性別 生年月日 

  男･女 - -   男･女 - -

  男･女 - -   男･女 - -

り災世帯の 

構 成 員 

  男･女 - -   男･女 - -

□ 持家 居住者 

□ 借家 居住者 （所有者名：          ） 
り 災 場 所 

申 請 資 格 

建物の使途 
□ 貸家 家 主 

□ 住 宅 
 
□ 非住宅（     ）

り災建物の 

所 在 地 

神戸市   区      町   丁目        番地 
                           番         号 

（マンション等名称                     ）

 

り 災 程 度 □全焼        □半焼        □水損 

り 災 原 因 

平成   年   月   日 発生した 
 
 
                            による。 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

第    号 

資料 16－２－１ 
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（裏面） 
 

＜り災証明について＞ 
・ この証明は，災害救助の一環として，応急的一時的な救済を目的に区長が確認できる程度の被害

について証明をするものです。 
※民事上の権利義務関係には，効力を有するものではありません。 

・ 「り災程度」は「家屋」を対象として，一棟ごとに母屋で判断します。 
※家屋に付随する家財道具や門柱，門扉などの外構はこの証明の対象とはなりません。 

・ 集合住宅等の場合，一棟全体で判定しますので，各区画，各部屋によっては，この証明の「り災

程度」と被害の程度に差が生じる場合があります。 
・ 「り災程度」は家屋を屋根，壁，構造体等の部位別に表面に現れた被害を観察して判定します。 
※表面に現れない被害（例：地中の杭の折損，壁，構造体等の内部素材そのものの被害等）があ

る場合には，この証明の「り災程度」と異なることもあります。 
 
この証明は，原則として一世帯に一枚の発行となりますので大切に保管してください。 
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り災届出証明交付申請書 

 

住 所  

申 請 者 

氏 名 印 
り 災 者 と の 
関 係 

 

 下記の内容について証明願います。 

り 災 日 時 平成   年   月   日     時   分ごろ 

り 災 場 所  神戸市    区 

り 災 者 氏 名  

り 災 者 住 所  

 

 

 

 

 

 

 

 

届 出 の 内 容 

 

 

 
 上記のとおり、り災の届出があったことを証明する。 
    

第       号 
 
平成  年  月  日 

神戸市   区長  印 
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参考資料Ⅲ  

被害認定に関するＱ＆Ａ 

 

 

Ｑ：災害の被害認定基準とは何か。 

Ａ：災害の被害認定基準は、災害時の被害状況の報告のため、関係各省庁の通達等で定めてい

たものを、昭和４３年に統一したものである（内閣総理大臣官房審議室長通知「災害の被害認

定基準の統一について（昭和４３年６月１４日総審第１１５号）」）。しかしながら、災害の被害認

定基準はその後３０数年が経過し、特に住家の災害については、建築技術の進歩による住宅

構造や仕様の変化等から、最近の災害に係る住家の被害認定については実状に合わないの

ではないかとの指摘がなされた。このような状況から、現行の被害認定基準のうち、住家の全

壊・半壊に係る認定基準について関係各省庁の参加の下内閣府に設置された「災害に係る

住家の被害認定基準検討委員会」において検討を行い成案を得、中央防災会議の了承後

に関係各省庁へ改正通知を行った。改正後の基準は下記のとおり。 

 

＜参考＞災害の被害認定基準 

（内閣府政策統括官（防災担当）通知「災害の被害認定基準について（平成１３年６月２８日

府政防第５１８号。警察庁、消防庁、厚生労働省、中小企業庁及び国土交通省あて）」）。 

被 害 種 類 認    定    基    準 

死   者 

 

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を確認

することができないが死亡したことが確実なものとする。 

行方不明者 

 

 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとす

る。 

重 傷 者 

軽 傷 者 

 

 災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるものの

うち、「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」

とは、１月未満で治療できる見込みのものとする。 

住 家 全 壊 

（全焼・全流失）

 

 

 

 

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家

全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だし

く、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住

家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積

の７０％以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の経済

的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が５

０％以上に達した程度のものとする。 

住 家 半 壊 

（半焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわ

ち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度

のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の２０％以上７

０％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全

体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が２０％以上５０％未

満のものとする。 

住   家 

 

現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であ

るかどうかを問わない。 
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非 住 家  住家以外の建築物をいうものとする。 

 なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。

ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分

は住家とする。 

（注） 

（１）住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又

は完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

（２）損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修し

なければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

（３）主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部

として固定された設備を含む。 

 

Ｑ：部位別構成比を変更する場合はどのように行えばよいか。 

Ａ：本運用指針における部位別構成比は、一般的な住家を想定し、各部位にかかる施工価格等を

参考に設定したものである。そのため、住家の規模、階数、仕様により異なり、また、地域差も

存する場合には、適切、適当と思われる部位別構成比を作成して使用することも必要であると

思われる。変更方法については特に定めていないが、変更した場合は、同一県内、あるいは

近隣県等とのバランスをとるため、その内容について情報の共有を図ることが望ましい。 

 

Ｑ：被害調査にあたっては何を準備すればよいか。 
Ａ：被害調査にあたっては、本運用指針及び調査表のほか、例として次のもの等を用意することが

考えられる。 

・ ヘルメット 

・ 手袋 

・ 安全靴 

・ 住宅地図 

・ 下げ振り等（傾斜測定用） 

・ 巻尺 

・ 電卓 

・ 紙、ノート 

・ 筆記用具（ボールペン、鉛筆、蛍光ペン等） 

・ 懐中電灯、予備電池 

・ 身分証明書 

・ カメラ（被害状況撮影用） 

 

Ｑ：被害調査は必ず２人で行う必要があるのか。 
Ａ：基本的には調査員は２名（そのうち１名は建築技術の専門的知識を有するもの）であることが望

ましいが、大規模災害等、やむを得ない事情がある場合には必ずしも２人でなくともよい。ただ

し、その場合には本運用指針についての知識を事前に得ておくこと等が必要である。 

 

Ｑ：「一見して全壊」とは、どのくらいの時間で判断するのか。 
Ａ：「一見して」は、特に時間を定めているものではなく、住家全部が原型をとどめず倒壊している状

態や、住家の一部の階が全部倒壊しているという状態が明らかなものを全壊と判定する。 
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Ｑ：傾斜を損傷とする理由は何か。 
Ａ：住家の傾斜は、地震動等の外力を受けた住家が、その収束後の残留変形（作用している外力

を完全に取り除いても元に戻らない変形）として生じるものである。木造の場合、残留変形の約

２倍の層間変形角が生じていると考えられ、仮に木造の場合、残留変形としての傾斜が１／６０

であったとしても、層間変形角は約１／３０であり、そのような外力を受けた場合、住家の柱や

外壁等の部材には相応の被害が生じており、また、仮に、部材等の被害が軽微であって、引き

起こし等によって復旧可能な場合でも、その際相応の復旧費がかかることになると考えられる

ので、本運用指針においては傾斜を損傷とし、住家の損害割合を算定する要素としている。ま

た、非木造における傾斜は木造と同様の理由に加え、その構造上、引き起こし等の補修が木

造よりも困難であることから、損害割合を算定する要素としている。 

 

Ｑ：木造の住家が傾斜 1／20 以上で全壊とされる理由は何か。 
Ａ：木造の場合、一般に残留変形は地震時の層間変形角の半分程度であると考えられており、そ

れが１／１０（調査時の傾斜が１／２０）を超えると、復元力（変形を受けた建物がもとの位置に

戻ろうとする力）が低下し、倒壊のおそれが生じると考えられていることと、そのような変形を生

じる外力を受けた住家は、その部位において相応の被害を被っていると考えられることから、

本運用指針においては、全壊と判定する傾斜角度の基準を１／２０以上と設定している。 

 

Ｑ：非木造の住家は傾斜 1／30 以上で全壊とあるが、木造は 1/20 以上で全壊である。なぜ数値
が違うのか。 

Ａ：非木造の場合、構造上、外力に対する強度は木造よりも強いと考えられるが、木造よりも復元力

（変形を受けた建物がもとの位置に戻ろうとする力）が弱いため、上記の残留変形を来たすよう

な外力がかかれば、木造の住家が全壊するに等しい被害を被ったと考えられるため、本運用

指針においては、木造よりも小さな傾斜角度で全壊と判定することとしている。 

 

Ｑ：木造の場合、傾斜が 1／60 以上 1／20 未満で損害割合 15％となる理由は何か。 
Ａ：木造の場合、傾斜角が１／１０（調査時の傾斜が１／２０）未満であれば、復元力は低下している

ものの、適切な措置を行えば直ちに倒壊する危険性は少ないと考えられる。しかしながら、傾

斜が１／６０以上であれば、層間変形角は約１／３０と考えられ、そのような外力を受けた場合、

住家の柱や外壁等の部材には相応の被害が生じており、また、仮に、部材等の被害が軽微で

あって、引き起こし等によって復旧可能な場合でも、その際には相応の復旧費がかかることに

なると考えられることを勘案し、本運用指針においては、その損害割合を１５％としている。 

 

Ｑ：非木造の場合、傾斜が 1／60 以上 1／30 未満で損害割合 20％としているが、木造と扱いが
違うのはなぜか。 

Ａ：非木造の場合、全壊とされる傾斜角度（１／３０）未満であれば、木造と同様補修によって対応

できると考えられるが、１／６０以上の傾斜であった場合、復元力は木造に比べて弱いことと、

新基準が経済的被害を勘案して損害割合を算出することをあわせ考えた場合、この場合の非

木造の補修程度は木造よりも大きいことが考えられるので、木造では半壊に至らないとした損



参考資料Ⅲ 被害認定に関するＱ＆Ａ 

災害に係る住家の被害認定講習テキスト 

参考資料Ⅲ－4 

害割合を、半壊となる２０％と設定している。 

 

Ｑ：傾斜が 1／60 未満で傾斜による判定を行わないのはなぜか。 
Ａ：木造及び非木造とも、傾斜が１／６０未満であれば、層間変形角を考慮しても、外力を受けた場

合の住家の柱や外壁等の部材に生じる傾きのみによる被害は軽微なものと考えられるので、

本運用指針においては、傾斜による判定は行わず、部位による判定で調査を行い判定するこ

ととする。 

 

Ｑ：柱や耐力壁等、その損傷率が 75％以上の場合に住家全壊と判定する部位があるのはなぜ
か。 

Ａ：本運用指針においては、例えば木造の場合の柱（または耐力壁）あるいは基礎のように、構造

耐力上、その損傷が居住のための基本的機能に大きく関わる部分の損傷率のいずれかが７

５％以上となる場合に、当該住家を全壊と判定することとしている。これは、当該部位の損傷率

が構造耐力上主要な部分であり、その部分の損傷率が部位全体の４分の３以上となるような被

害を生じた場合には、居住のための基本的機能が喪失すると想定したためである。 

 

Ｑ：本運用指針は、その住家の構造を木造と非木造に大別し、非木造は鉄骨造と鉄筋コンクリート

造に大別しているが、その他の構造の住家はどう調査すればよいのか。 
Ａ：本運用指針において定めていないその他の構造（例えばレンガ造、コンクリートブロック造等ある

いは新工法）の住家については、類似性が全くない場合には別途、個別に調査・判定する必

要があるが、住家の部位の被害調査等で木造又は非木造に分類できるものであれば、そのど

ちらかで調査を行っても差し支えない。 

 

Ｑ：木造、非木造の混構造の住家の調査･判定はどうするのか。 
Ａ：原則として、建物の主たる構造に基づいて調査･判定する。 

 

Ｑ：屋根等の「面積」は実際に測定する必要はないのか。 
Ａ：本運用指針を使用する際には、特に必要ない。 

 

Ｑ：設備の「損壊」とはどういう状態のことか。 
Ａ：損壊とは、被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機

能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

 

Ｑ：個々の設備についての損害割合の算定方法はどうするのか。 
Ａ：個々の設備の損害割合については、家屋全体の設備の損害状況を把握した上で、割合の範

囲内で適宜損害割合を算定することとなる。 

 

Ｑ：非木造・鉄骨造第 3 次判定の耐力壁において、外部仕上が全て剥落している場合でも損傷程
度は 100％ではないのか。 

Ａ：当該「耐力壁」の項目においては、外部仕上の「全面にわたる大きな亀裂が見られ、面外への大
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きなはらみ出し、大きな剥落が見られる。」の損傷程度は「５０％」となっている。これは、「耐力

壁」の項目で示されている「外部仕上」が、ブレースの損傷状況を推測する指標として位置づ

けられているためであり、外部仕上自体の損傷程度が「５０％」であることを意味しているもので

はない。同じ第３次判定の「外部仕上・雑壁・屋根」の項目では、同様の損傷程度は「１００％」

とされ、外部仕上が全て剥落している場合は、当該項目で損傷程度「１００％」と判定される。 

 

Ｑ：非木造・鉄骨造第 3 次判定の耐力壁においてブレースが確認できた場合、外部仕上は調査す
る必要はないのか。 

Ａ：非木造・鉄骨造では、ブレースを入れた壁を耐力壁としているが、ブレースは外部仕上により被

覆されているために、通常、被害の程度を外観目視調査により調査・判定することは困難な場

合が多い。そこで、第３次判定における耐力壁の判定では、ブレースの損傷状況を推測する

指標として、原則として外部仕上の損傷状況を用いる。ただし、外部仕上の剥落等の大きな損

傷によりブレースが露出し、その損傷状況が直接外部からの目視調査により確認できる場合は、

ブレース自体の損傷に基づき判定する。この場合、外部仕上自体の損傷状況の判定は、耐

力壁の項目ではなく、同じ第３次判定の「外部仕上・雑壁・屋根」の項目の中で行う。 

 

Ｑ：浸水被害については、なぜ損傷程度がⅠとⅡの 2 段階のみであるのか。また、各々の数字が
統一されていないのはなぜか。 

Ａ：本運用指針においては、浸水による被害は、基本的には補修が可能な損傷を程度Ⅰととらえ、

交換を要する程度の損傷を程度Ⅱととらえて２区分としている。例えば、仕上等の補修で使用

可能となる場合には程度Ⅰ、下地等の交換を要する場合には程度Ⅱとなる。 

なお、屋根と床の損傷程度Ⅱが５０％となっていること、内壁及び天井の損傷程度Ⅰが３

０％となっていること、及び建具の損傷程度Ⅰが１５％と設定されているのは、各々の被害の実

情を勘案したことによる。 

 

Ｑ：家屋が母屋と離れ等 2 棟以上ある場合の調査・判定の方法は。 
Ａ：原則として母屋の被害状況を調査・判定する。 

 

Ｑ：店舗兼用や工場兼用等の併用住家の調査・判定方法は。 
Ａ：店舗や工場等の事業用の部分は原則として住家に含まず、その居住部分について調査を行い

判定する。ただし、事業用部分の被害が、居住部分に「居住のための基本的機能を喪失」す

るような影響を及ぼす場合は、それを住家の被害として差し支えない。例えば、１階に事業用

部分があり、２階を住家として用いている場合で、１階部分の柱が傾斜するといった構造的な

被害が生じたために、居住のための基本的機能を喪失する場合は、それをもとに調査・判定

する。 

  

Ｑ：マンション等の階段、エレベーター等の被害についての調査・判定方法はどのように行うか。 
Ａ：階段、エレベーター等の損壊は「設備等」の被害として調査・判定する。 
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Ｑ：泥流等により土砂が流入した被害の場合の調査・判定方法は。 
Ａ：住家が泥流により被害を受けた場合は、新基準における「居住のための基本的機能の喪失」と

いう観点に着目して調査を行い判定されたい。 

 

Ｑ：建物本体に損傷はないが、地盤が土砂崩れ等により損壊した場合の調査・判定方法は。 
Ａ：原則として住家の基礎を被害について調査・判定し、状況によっては別途検討を行うこととな

る。 

 

Ｑ：地震後の火災により破損した部位についての調査・判定方法は（例えば外壁が焼け焦げてい

るが、剥落や亀裂はない等）。 
Ａ：本運用指針の損傷の例示にあてはまらない場合には、新基準における「基本的機能の喪失」と

いう観点に着目して調査を行い判定されたい。 

 

Ｑ：集合住宅で１件のみ再調査の申請があり半壊から全壊になった。この場合の棟全体の被害認

定への影響はどうなるのか。 
Ａ：特に影響はない。全体はあくまで半壊である。 

 

Ｑ：応急危険度判定で「危険」とされた住家は外観目視調査のみでよいのか。 
Ａ：応急危険度判定で「危険」とされた住家については、落下物の除去等、適切な応急措置が講じ

られなければ内部へ立ち入ることができないため、外観目視調査のみでよいと考えられる。た

だし、適切な措置が講じられ「危険」でなくなった後、再調査の申請があったものについて第３

次判定を行うことは差し支えない。 

 

Ｑ：被災度区分判定で「破壊」とされた住家は「全壊」と判定してよいのか。 
Ａ：本運用指針においては、相違を踏まえた上でその内容を活用することも考えられるとしているが、

被災度区分判定の結果をそのまま本運用指針の判定結果に当てはめることは想定していな

い。 
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被害認定基準関連 

 

○ 災害の被害認定基準について 

（平成１３年６月２８日府政防第５１８号内閣府政策統括官（防災担当）通知（警察庁警備

局長、消防庁次長、厚生労働省社会・援護局長、中小企業庁次長、国土交通省住宅局長宛）） 

 

災害の被害認定基準は、災害時の被害状況の報告のため、関係各省庁の通達等で定めていた

ものであるが、判断基準について各省庁に差異があることから、昭和４３年６月に統一された

ものである。 

しかしながら、災害の被害認定基準はその後既に３０数年が経過しており、特に住家の被害

については、建築技術の進歩による住宅構造や仕様の変化などから、最近の災害に係る住家の

被害認定については実情に合わないのではないかとの指摘がなされた。 

このような状況から、現行の被害認定基準のうち住家の全壊・半壊に係る認定基準について、

関係省庁等の参加の下、内閣府に設置された「災害に係る住宅等の被害認定基準検討委員会」

において検討を行った結果、このたび成案を得たので、内閣総理大臣官房審議室長通知「災害

の被害認定基準の統一について（昭和４３年６月１４日総審第１１５号）」において通知した

統一基準を別紙のとおり改めることとした。 

従って、貴省庁におかれては、災害の被害状況の報告等の重要性にかんがみ、この方向で統

一するようよろしくお取り計らい願いたい。 

なお、この案に基づき、災害の被害認定基準に関する通達等において所要の改正を行われた

場合には、当方にも通知されるようお願いする。 

 

 別  紙  

 

被害種類 認 定 基 準 

死者  当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を確認する

ことができないが死亡したことが確実なものとする。 

行方不明者  当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。

重傷者 

軽傷者 

 災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののう

ち、「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」と

は、１月未満で治療できる見込みの者とする。 

住家全壊 

（全焼・全流失） 

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全

部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補

修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損

壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以

上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家

全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が５０％以上に達した

程度のものとする。 

住家半壊 

（半焼） 

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、
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具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の２０％以上７０％未満のも

の、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割

合で表し、その住家の損害割合が２０％以上５０％未満のものとする。 

住 家  現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうかを問わない。 

非住家  住家以外の建築物をいうものとする。 

 なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。た

だし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住

家とする。 

（注） 

（１）住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物

または完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

（２）損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補

修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

（３）主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部

として固定された設備を含む。 

 

 

 

 

○被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について（抄） 

（平成１６年４月１日府政防第３６１号内閣府政策統括官（防災担当）から通知（各都道府

県知事、財団法人都道府県会館理事長宛）） 

 

Ⅰ 居住安定支援制度の創設 

２ 対象被災世帯 

支援制度の適用対象となる被災世帯は、旧法では、全壊世帯及び「全壊と同等の被害を受

けたと認められる世帯」（全部解体世帯及び長期避難世帯）に限定されていた。しかし、居

住困難な程度に半壊した住宅であって、補修を行うことで居住確保がなされるものについて

も支援することで、既存ストックの有効活用を図りながら被災者の居住安定支援と被災地の

早期復旧が図られることから、そうした世帯を「全壊に準ずる程度の被害を受けたと認めら

れる世帯」（法第２条第２号）として、居住安定支援制度の対象被災世帯とすることとする。

（なお、旧法による最大１００万円の生活再建支援金については、生活基盤のすべてを失っ

た全壊世帯等に限るという旧法の考え方を踏襲し、今回新たに対象として加えた大規模半壊

世帯に対しては当該支援金に係る部分は支援しないこととする。） 

具体的には、「居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分（※）の補修を含む大規模

な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯」（令第２条

第３号）であり、以下「大規模半壊世帯」という。 

※「構造耐力上主要な部分」とは、住宅の荷重を支え、外力に対抗するような基本的な部分

（基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これら

に類するもの）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類するもの））等



参考資料Ⅳ 関連法令・通知集 

災害に係る住家の被害認定講習テキスト 

参考資料Ⅳ－4 

を指し、構造耐力上重要でない、間仕切り用の壁、間柱、畳、局所的な小階段等は含まな

い。 

大規模半壊は、居住安定支援制度の対象とする趣旨から、「構造耐力上主要な部分」の補

修が必要であるだけではなく、住宅における主要な居室、機能等を含む「大規模な補修」が

必要である場合を念頭においている。この趣旨を踏まえつつ、迅速な被害認定を行うため、

具体的には「災害の被害認定基準について」（平成１３年６月２８日府政防第５１８号内閣

府政策統括官（防災担当）通知）による「住家半壊」の基準のうち、原則として下記にした

がって「大規模半壊」の認定を行うこととされたい。 

 

住家半壊の基準 うち「大規模半壊」 

 損壊部分が延床面積の２０％以上７０％未満のもの ５０％以上７０％未満 

 損害割合（経済的被害）が２０％以上５０％未満のもの ４０％以上５０％未満 

 

 

 

 

○ 浸水等による住宅被害の認定について 

（平成１６年１０月２８日府政防第８４２号内閣府政策統括官（防災担当）通知（各都道府

県知事、財団法人都道府県会館理事長宛）） 

 

標記については、新潟・福井豪雨災害以来続いている一連の豪雨、台風等の災害による家屋

の浸水被害の状況等を踏まえ、住宅被害の認定にかかる被災者生活再建支援法の弾力的な運用

を図ることにより、被災者生活再建支援法の積極的活用を図る観点から、下記のとおり示すこ

ととした。 

各都道府県におかれては、被災住宅の被害認定にあたってこれを積極的に活用し、被災者の

支援に万全を期されたい。なお、貴管内の市町村に周知方取り計らわれたい。 

 

記 

 

１．これらの住宅の被害の認定にあたっては、被害の状況に応じ適切に認定を行うことが必要

である。特に、床上浸水等の被害に係る住宅の被害認定にあたっては、以下の点に留意し、

「床上浸水」等の被害の状況に応じ、被災者生活再建支援法を積極的に活用されたい。 

（１）床材、壁材、断熱材などの建材は、一度浸水すると、本来の機能を損失し、又は通常

求められる住居の快適性を著しく阻害する場合がある。このため、被害認定にあたっては、

以下の点について留意が必要である。具体的には、各建材について、以下のとおり取り扱

い願いたい。 

①浸水により、畳が吸水し膨張した場合には、「床」の損傷として取り扱うものであるこ

と。 

②浸水により、合成樹脂系床材が汚損や剥離した場合には、「床」の損傷として取り扱う

ものであること。 

③浸水により、床の下地材等が吸水・膨張等した場合には、「床」の損傷として取り扱う
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ものであること。 

④浸水により、階段の床板等が汚損や浮きが生じた場合には、「床」の損傷として取り扱

うものであること。 

⑤浸水により、フローリング材の眉間剥離・浮き上がり等した場合には、「床」の損傷と

して取り扱うものであること。 

⑥浸水の水位が低位であった場合でも、壁内部のパネルや断熱材の吸水により、壁の全面

が膨張している場合には、「内壁」全面の損傷として取り扱うものであること。 

⑦浸水により、外壁のモルタルやタイル等の仕上げ壁の汚損や剥離等した場合には、「外

壁」の損傷として取り扱うものであること。 

⑧浸水により、塗土が剥落した場合には、「外壁」・「内壁」の損傷として取り扱うもの

であること。 

⑨浸水により、クロスの剥離・表面劣化・剥離した場合には、「内壁」・「天井」の損傷

として取り扱うものであること。 

⑩浸水により、屋根断熱材・屋根防水材の機能を損失した場合には、「屋根」の損傷とし

て取り扱うものであること。 

 

（２）また、住宅の建具と浴槽、便器、洗面所、台所の流し台などの水廻りの衛生設備等に

ついても、住宅の構成要素であることから、被害認定にあたっては、その損害を評価する

こと。特に、これら水廻りの衛生設備等については、一度浸水すると、使用できない場合

があることから、これら水廻りの衛生設備等が、一見したところ損傷していない場合にお

いても、実際に使用可能な状態にあるかどうかについて、被害認定にあたり、確認する必

要がある点に留意願いたい。具体的には、建具、設備等について、以下のとおり取り扱い

願いたい。 

①浸水により、襖・障子・ドアが変形し、開閉が困難となった場合には、「建具」の損傷

として取り扱うものであること。 

②浸水により、ドア等の面材が膨張剥離した場合には、「建具」の損傷として取り扱うも

のであること。 

③台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水により、衛生設備としての機能

を損失する場合があり、その場合、「設備」の損傷として取り扱うものであること。 

 

（３）浸水被害をもたらす台風災害においては、浸水被害ばかりではなく強風による被害を

伴う場合が多い。浸水被害を認定する場合には、強風による被害についても併せて認定す

るよう留意願いたい。具体的には、屋根、天井について、以下のとおり取り扱い願いたい。 

○強風により、屋根が損壊して浸水し、天井板等が吸水・膨張等した場合には、「屋根」・

「天井」の損傷として取り扱うものであること。 

 

（４）浸水被害をもたらす台風災害においては、堤防の決壊による水圧や土砂崩れになる土

石や泥流の流入によって、住宅に物理的な損傷が生じる事例も多い。特に、柱や基礎は、

住宅の構造耐力上の重要な構成部位であることから、こうした損傷についても、浸水によ

る被害と併せて認定するよう、特に留意願いたい。具体的には、柱、基礎の損傷について、

以下のとおり取り扱い願いたい。 
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①泥流により、柱が損傷を受け変形等した場合等には、「柱」の損傷として取り扱うもの

であること。 

②泥流により、基礎が流出・ひび割れ等した場合には、「基礎」の損傷として取り扱うも

のであること。 

 

２．１．に示した点に留意しつつ、適切な被害認定を行うことにより、浸水により畳が浸水し、

壁の全面が膨張しており、さらに、浴槽などの水廻りの衛生設備等についても機能を損失し

ている場合等には、一般的に「大規模半壊」又は「全壊」に該当することになるものと考え

られる。 

また、施行令第２条第１号に基づき、「半壊」であっても、やむを得ず住宅を解体する場

合には、「全壊」と同様に取り扱うこととなるが、浸水等の被害により、流入した土砂の除

去や耐え難い悪臭のためやむを得ず住宅を解体する場合には、「やむを得ず解体」するもの

として、「全壊」と同様に取り扱うものとする。 
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災害対策基本法関連 

 

○ 災害対策基本法（抄） 

（昭和３６年１１月１５日法律第２２３号） 

 

（被害状況等の報告）  

第五十三条 市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところに

より、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県（都道府

県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣）に報告しなければならない。 

２ 都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、

速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しな

ければならない。 

３ 指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところに

より、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に

報告しなければならない。 

４ 指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところに

より、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に

報告しなければならない。 

５ 第一項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害であると認められるときは、

市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、当該非常災害の規模の

把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。 

６ 内閣総理大臣は、第一項から第四項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係

る事項を中央防災会議に通報するものとする。 

 

（他の市町村長等に対する応援の要求） 

第六十七条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置

を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求める

ことができる。この場合において、応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、

応援を拒んではならない。 

２ 前項の応援に従事する者は、応急措置の実施については、当該応援を求めた市町村長等の

指揮の下に行動するものとする。 

 

（都道府県知事等に対する応援の要求等） 

第六十八条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置

を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は応急

措置の実施を要請することができる。 

２ 前条第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（都道府県知事等に対する応援の要求） 

第七十四条 都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、応

急措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、
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応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事等は、正当

な理由がない限り、応援を拒んではならない。 

２ 前項の応援に従事する者は、応急措置の実施については、当該応援を求めた都道府県知事

等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあつては、当該応援を求

めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行なうものとする。 

 

 

 

 

○ 災害対策基本法施行令（抄） 

（昭和３７年７月９日政令第２８８号） 

 

（被害状況等の報告）  

第二十一条 法第五十三条第一項 から第四項 までに規定する災害の状況及びこれに対してと

られた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するま

での間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとす

る。  

 一 災害の原因  

 二 災害が発生した日時  

 三 災害が発生した場所又は地域  

 四 被害の程度  

 五 災害に対しとられた措置  

 六 その他必要な事項 

 

 

 

 

○ 災害対策基本法施行規則（抄） 

（昭和３７年９月２１日総理府令第５２号） 

 

（被害状況等の報告）  

第二条  

２ 令第二十一条第四号 に規定する被害の程度に関する報告は、災害対策基本法 （昭和三十

六年法律第二百二十三号。以下「法」という。）第五十三条第一項 及び第二項 の規定により

市町村及び都道府県が行うものにあつては別表第一に掲げる事項について、同条第三項 の規

定により指定公共機関の代表者が行うものにあつては被害の概算額について、同条第四項 の

規定により指定行政機関の長が行うものにあつては別表第二に掲げる事項のうちその所掌事

務に係るものについて行うものとする。 

 

別表第一 （抄） 

一 人的被害に関する事項 
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 イ 死者の数 

 ロ 行方不明者の数 

 ハ 重傷者の数 

 ニ 軽傷者の数 

二 住家の被害に関する事項 

 イ 全壊(全流失・全埋没・全焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び

世帯数 

 ロ 半壊(半流失・半埋没・半焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び

世帯数 

 ハ 一部破損棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数 

 ニ 床上浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数 

 ホ 床下浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数 

三～七 （略） 

 

 

 

 

○ 災害報告取扱要領 

（昭和４５年４月１０日消防防第２４６号消防庁長官通知） 

 

第 1 総則 

 

1 趣旨 

この要領は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 22 条の規定に基づき消防庁長官が

求める報告のうち災害に関する報告についてその形式及び方法を定めるものとする。 

なお、災害即報については、火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267

号）の定めるところによるものとする。 

 

2 災害の定義 

「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象又

は大規模な事故のうち火災（火災報告取扱要領（平成 6年 4月 21 日付消防災第 100 号）に定

める火災をいう。）を除いたものとする。 

 

3 被害状況等の報告 

市町村は、把握した被害状況等について必要な事項を都道府県に報告し、都道府県は、市

町村からの報告及び自らの情報収集等により把握した被害状況等を整理して、必要な事項を

消防庁長官に報告するものとする。 

なお、各都道府県は、被害状況の把握にあたって当該都道府県の警察本部等と密接な連絡

を保つものとする。 

 

4 報告すべき災害 
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この要領に基づき報告すべき災害は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 災害救助法の適用基準に合致するもの 

(2) 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

(3) 災害が当初は軽微であっても、2都道府県以上にまたがるもので、一の都道府県におけ

る被害は軽微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

(4) 災害による被害に対して、国の特別の財政援助を要するもの 

(5)  災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告する必要があると認められる

もの 

 

5 報告の種類、期日等 

(1) 報告の種類、提出期限、様式及び提出部数は次の表のとおりとする。 

報告の種類 提 出 期 限 様 式 提出部数 

災害確定報告 応急対策を終了した後20日以内 第1号様式 1部 

災害中間年報 12月20日 第2号様式 1部 

災害年報  4月30日 第3号様式 1部 

(2) 災害中間年報は、毎年 1 月 1 日から 12 月 10 日までの災害による被害の状況について、

12 月 10 日現在で明らかになったものを報告するものとする。 

(3) 災害年報は、毎年 1月 1日から 12 月 31 日までの災害による被害の状況について、翌年

4月 1日現在で明らかになったものを報告するものとする。 

 

第 2  記入要領 

第 1号様式、第 2号様式及び第 3号様式の記入要領は、次に定めるところによるものとする。 

 

1  人的被害 

(1) 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できない

が、死亡したことが確実な者とする。 

(2) 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者と

する。 

(3) 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち 1月以上の治療を要する見込みのものとする。 

(4) 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち 1月未満で治療できる見込みのものとする。 

 

2 住家被害 

(1) 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうかを問わない。 

(2) 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全

部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住家が被災

により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を

復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により元通りに再

使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流出した部分の床面積が
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その住家の延べ床面積の 70％以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素（ここ

でいう「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住

家の一部として固定された設備を含む。以下同じ。）の経済的被害を住家全体に占める損

害割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のものとする。 

(3) 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、

損壊部分がその住家の延べ床面積の 20％以上 70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素

の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未

満のものとする。 

(4) 「一部破損」とは、全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする

程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

(5) 「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、

土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

(6) 「床下浸水」とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

 

3 非住家被害 

(1) 「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害個所項目に属さないものとする。

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

(2) 「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供す

る建物とする。 

(3) 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

(4) 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

 

4 その他 

(1) 「田の流失、埋没」とは、田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能

になったものとする。 

(2) 「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

(3) 「畑の流失、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものとする。 

(4) 「文教施設」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、

養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

(5) 「道路」とは、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 2条第 1項に規定する道路のうち、

橋りょうを除いたものとする。 

(6) 「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

(7) 「河川」とは、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、若しくは準用される河

川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止そ

の他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

(8) 「港湾」とは、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 2 条第 5 項に規定する水域施設、

外かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

(9) 「砂防」とは、砂防法（明治 30 年法律第 29 号）第 1条に規定する砂防施設、同法第 3

条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第 3 条の 2 の規定によって

同法が準用される天然の河岸とする。 
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(10) 「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

(11) 「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

(12) 「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不

能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できな

い程度の被害を受けたものとする。 

(13) 「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

(14) 「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数と

する。 

(15) 「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点

における戸数とする。 

(16) 「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最

も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

(17) 「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

(18) 「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維

持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

  例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるも

のについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が

別であれば分けて扱うものとする。 

(19) 「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

 

5  火災発生 

 火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものであること。 

 

6 被害金額 

(1) 「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

(2) 「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する

法律（昭和 25 年法律第 169 号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農

業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

(3) 「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97

号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防施設、林地

荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

(4) 「その他の公共施設」とは、公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公

共施設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する施

設とする。 

(5) 災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他

の公共施設については査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッコ外書きするも

のとする。 

(6) 「公共施設被害市町村」とは、公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその

他の公共施設の被害を受けた市町村とする。 

(7) 「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農

作物等の被害とする。 
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(8) 「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害

とする。 

(9) 「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害

とする。 

(10) 「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁

船等の被害とする。 

(11) 「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具

等とする。 

 

7 その他 

  備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消防機関の活動状況

その他について簡潔に記入するものとする。 
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被災者生活再建支援法関連 

 

○ 被災者生活再建支援法（抄） 

（平成１０年５月２２日法律第６６号） 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象

により生ずる被害をいう。 

二 被災世帯 政令で定める自然災害により、その居住する住宅が全壊した世帯その他これ

に準ずる程度の被害を受けたと認められる世帯として政令で定めるものをいう。 

 

 

 

 

○ 被災者生活再建支援法施行令（抄） 

（平成１０年１１月５日政令第３６１号） 

 

（政令で定める自然災害） 

第一条 被災者生活再建支援法（以下「法」という。）第二条第二号の政令で定める自然災害は、

次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。 

一 自然災害により災害救助法施行令（昭和二十二年政令第二百二十五号）第一条第一項第

一号又は第二号のいずれかに該当する被害（同条第二項の規定により同条第一項第一号又

は第二号のいずれかに該当することとなるものを含む。）が発生した市町村（特別区を含み、

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあ

っては、当該市又は当該市の区とする。以下この条において同じ。）の区域に係る当該自然

災害 

二 自然災害により十以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該

自然災害 

三 自然災害により百以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る当

該自然災害 

四 自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村（人口十万未満の

ものに限る。）の区域であって、前三号に規定する区域に隣接するものに係る当該自然災害 

 

（政令で定める世帯） 

第二条 法第二条第二号の政令で定める世帯は、次に掲げるものとする。 

一 その居住する住宅が半壊し、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、

当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずる

やむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯 

二 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居

住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込
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まれる世帯 

三 その居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和二十五年

政令第三百三十八号）第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。）の補修を含

む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯

（前二号に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。） 

 

 

 

 

○ 被災者生活再建支援法の施行について（抄） 

（平成１０年１１月６日１０国防復第１１号国土事務次官通知（各都道府県知事宛）） 

 

第二 総則に関する事項 

１ 法は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって経済的理由等によっ

て自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出し

た基金を活用して支援金を支給するための措置を定めることにより、その自立した生活の開

始を支援することを目的とすること。（法第１条関係） 

 

２  法の対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火等の異常

な自然現象により生ずる被害をいうものであり、火災・事故等人為的な原因により生じる被

害は含まれないが、地震に伴う大規模な火災等自然現象に起因するものについては対象とな

りうるものであること。（法第２条第１号関係） 

  また、対象となる自然災害については、 

(１）災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号）第１条第１項第１号又は第２号のいず

れかに該当する被害（同条第２項のみなし規定により該当することとなるものを含む。）

が発生した市町村における自然災害、 

これに準ずる自然災害として、 

（２）１０以上の世帯の住宅が全壊した市町村における自然災害、 

（３）１００以上の世帯の住宅が全壊した都道府県における自然災害、 

とすること。（法第２条第２号、令第１条関係） 

  
３ 被災世帯は、法の対象となる自然災害によって、 

（１）その居住する住宅が全壊した世帯、 

これと同等の被害を受けたと認められるものとして、 

（２）その居住する住宅が半壊し、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があるこ

と、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準

ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯、 

（３）火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その

居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見

込まれる世帯、 

とすること。（法第２条第２号、令第２条関係）  
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４ 住宅の被害認定は、統一基準（「災害の被害認定基準の統一について（昭和４３年６月１

４日内閣総理大臣官房審議室長通知）」）により市町村が行い都道府県は責任をもって取り

まとめるものとすること。被害認定に当たっては、その重要性に鑑み、迅速かつ適正に行う

よう努めなければならないこと。なお、全壊には全焼、全流出が、半壊には半焼が含まれる

ものとすること。 

 

 

 

 

○ 被災者生活再建支援法の施行上留意すべき事項について（抄） 

（平成１０年１１月６日国防復第１２号国土庁防災局長通知（各都道府県知事宛）） 

 

第二 自然災害の認定 

１ 自然災害の認定 

 令第１条各号に定める「自然災害」は、原則として同一の自然現象（以下「原因」という。）

によるものを単位とすること。ただし、同時又は相接近して異なる原因による自然災害が発

生した場合で、いずれの原因によるものであるかを判別できない場合には、これらの自然災

害を１つの原因によるものとみなし、認定するものとすること。 

２ 都道府県及び市町村の人口 

 法第２条第２号の規定に基づき、令第１条第１号に定める自然災害として認定する場合の

基礎となる都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）の人口は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２５４条、同法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７６条及び

第１７７条に定める人口によるものとすること。  

３ 住宅の定義 

 住宅とは、現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住宅であるかどう

かは問わないものとすること。 

４ 世帯の定義 

 世帯とは、社会生活上の単位として、住宅及び生計を 1 つにする者の集まり又は独立して

生計を維持する単身者をいうものとすること。 

 例えば、 

①  赴任先で被災した単身赴任者 

② 一の建物（いわゆる二世帯住宅の類を含む。）に居住しているが、生計を異にしていると

認められる者 

についても、１つの世帯として取り扱うものとすること。 

 

第四 被災世帯の認定 

１ 居住の定義 

居住とは、世帯が当該住宅を生活の本拠として日常的に使用していることをいうものとす

ること。 

また、住民登録の有無は、生活の本拠を見分ける上で有力な判断材料の一ではあるが、認
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定が困難な場合には、世帯の生活関係がどこを中心に展開されているのかということを十分

調査して判断する必要があること。 

したがって、旅行者等の一時的な滞在、別荘等を一定期間管理する場合などは、居住には

当たらないものとすること。 

 

第十 支援金の支給 

１ 世帯主の定義 

 法第３条に定める世帯主とは、世帯の居住する住宅が被害を受けた日（以下「被災日」と

いう。）において 、主として当該世帯の生計を維持している者をいうものとすること。 

 なお、「生計を維持している」とは、社会通念上その者が世帯に属する他の者を扶養して

いると認められる場合をいうものとするが、当該扶養の判断の基準を一律に定めることは困

難であることから、当該世帯の諸般の事情を勘案し、個々の事例に即して判断すべきものと

すること。 

２ 支援金の支給申請 

 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主（特段の事情がある場合には、当該世帯

主に準ずる者。以下「申請者」という。）は、被災日を基準とした当該世帯に関する次に掲

げる事項等を記載した被災者生活再建支援金支給申請書（以下「支給申請書」という。 ）を

市町村を経由して都道府県に提出する必要があること。 

（１）世帯主に関する事項 

（２）世帯構成及び所得に関する事項 

（３）住宅の被害に関する事項 

３ 申請者は、次に掲げる書類を支給申請書に添付する必要があること。 

（１）住民票（外国人世帯にあっては、外国人登録済証明書）等世帯が居住する住宅の所在、

世帯の構成が確認できる市町村が発行する証明書類 

（２）世帯の前年（被災日が１月から５月までの間である場合は、前前年）の総所得金額が

確認できる市町村が発行する証明書類 

（３）要援護世帯であることが確認できる証明書類 

（４）住宅が全壊又は半壊の被害を受けたことが確認できる市町村が発行するり災証明書及

び住宅が半壊の被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認で

きる証明書類 
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災害救助法関連 

 

○ 災害救助法（抄） 

（昭和２２年１０月１８日法律第１１８号） 

 

（救助の対象） 

第二条 この法律による救助（以下「救助」という。）は、都道府県知事が、政令で定める程度

の災害が発生した市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七

号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区

域とする。）内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して、これを行なう。 

 

 

 

 

○ 災害救助法施行令（抄） 

（昭和２２年１０月３０日政令第２２５号） 

 

（災害の範囲） 

第一条 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。）第二条に規定する政

令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 

一 当該市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域（地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区

の区域とする。以下同じ。）内の人口に応じそれぞれ別表第一に定める数以上の世帯の住家

が滅失したこと。 

二 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口

に応じそれぞれ別表第二に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であつて、当該市町

村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第三に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。 

三 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口

に応じそれぞれ別表第四に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶

した地域に発生したものである等災害にかかつた者の救護を著しく困難とする厚生労働省

令で定める特別の事情がある場合であつて、多数の世帯の住家が滅失したこと。 

四 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であつて、厚生

労働省令で定める基準に該当すること。 

○２ 前項第一号から第三号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たつては、住

家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は二世帯をもつて、住家が床上浸水、土砂の

たい積等により一時的に居住することができない状態となつた世帯は三世帯をもつて、それ

ぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。 

 

別表第一 （第一条関係） 

市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 
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五，〇〇〇人未満 三〇 

五，〇〇〇人以上一五，〇〇〇人未満 四〇 

一五，〇〇〇人以上三〇，〇〇〇人未満 五〇 

三〇，〇〇〇人以上五〇，〇〇〇人未満 六〇 

五〇，〇〇〇人以上一〇〇，〇〇〇人未満 八〇 

一〇〇，〇〇〇人以上三〇〇，〇〇〇人未満 一〇〇 

三〇〇，〇〇〇人以上 一五〇 

 

別表第二 （第一条関係） 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

一，〇〇〇，〇〇〇人未満 一，〇〇〇 

一，〇〇〇，〇〇〇人以上二，〇〇〇，〇〇〇人未満 一，五〇〇 

二，〇〇〇，〇〇〇人以上三，〇〇〇，〇〇〇人未満 二，〇〇〇 

三，〇〇〇，〇〇〇人以上 二，五〇〇 

 

別表第三 （第一条関係） 

市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

五，〇〇〇人未満 一五 

五，〇〇〇人以上一五，〇〇〇人未満 二〇 

一五，〇〇〇人以上三〇，〇〇〇人未満 二五 

三〇，〇〇〇人以上五〇，〇〇〇人未満 三〇 

五〇，〇〇〇人以上一〇〇，〇〇〇人未満 四〇 

一〇〇，〇〇〇人以上三〇〇，〇〇〇人未満 五〇 

三〇〇，〇〇〇人以上 七五 

 

別表第四 （第一条関係） 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

一，〇〇〇，〇〇〇人未満 五，〇〇〇 

一，〇〇〇，〇〇〇人以上二，〇〇〇，〇〇〇人未満 七，〇〇〇 

二，〇〇〇，〇〇〇人以上三，〇〇〇，〇〇〇人未満 九，〇〇〇 

三，〇〇〇，〇〇〇人以上 一二，〇〇〇 

 

 

 

 

○ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（抄） 

(平成１２年３月３１日厚生省告示第１４４号) 

 

(収容施設の供与) 

第二条 法第二十三条第一項第一号の収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与は、次の各号に
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掲げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 

一 避難所 

二 応急仮設住宅 

イ 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住家

を得ることができないものを収容するものであること。 

 

(被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与) 

第四条 法第二十三条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活

必需品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。 

一 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水(土砂のたい積等により一時的に居住

することができない状態となったものを含む。以下同じ。)、船舶の遭難等により、生活上

必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な

者に対して行うものであること。 

 

第七条 法第二十三条第一項第六号の災害にかかった住宅の応急修理は、次の各号に定めると

ころにより行うこととする。 

一 災害のため住家が半壊又は半焼し、自らの資力では応急修理をすることができない者に

対して行うものであること。 

 

(生業に必要な資金の貸与) 

第八条 法第二十三条第一項第七号の生業に必要な資金の貸与は、次の各号に定めるところに

より行うこととする。 

一 住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手段を失った世帯に対して行うもので

あること。 

 

第九条 法第二十三条第一項第八号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこ

ととする。 

一 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、就

学上支障のある小学校児童(盲学校、聾ろう学校及び養護学校(以下「特殊教育諸学校」と

いう。)の小学部児童を含む。以下同じ。)、中学校生徒(中等教育学校の前期課程及び特殊

教育諸学校の中学部生徒を含む。以下同じ。)及び高等学校等生徒(高等学校(定時制の課程

及び通信制の課程を含む。)、中等教育学校の後期課程(定時制の課程及び通信制の課程を

含む。)、特殊教育諸学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。

以下同じ。)に対して行うものであること。 

 

 

 

 

○ 災害救助法による救助の実施について（抄） 

(昭和４０年５月１１日社施第９９号厚生省社会局長通知) 
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第 1 災害救助法による救助の実施の要件に関する事項 

2 被害の認定 

被害の認定は、法の適用の判断の基礎資料となるのみならず、救助の実施にあたり、その

種類並びに程度、方法及び期間の決定にも重大な影響を及ぼすものであることから、特に次

の点に留意のうえ、迅速かつ適正に行わなければならないこと。 

 (1) 住家及び世帯の単位 

ア 住家 

現実に居住するために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは

問わないこと。 

イ 世帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいうものであること。 

(2) 被害の認定基準 

ア 住家の被害 

(ア) 住家が滅失したもの(以下「全壊、全焼又は流失」という。) 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流

失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用す

ることが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積

がその住家の延床面積の 70％以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達し

た程度のものとすること。 

(イ) 住家の半壊、半焼する等著しく損傷したもの(以下「半壊、又は半焼」という)。 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が

甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分が

その住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的

被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のも

のとすること。 

(ウ) 住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態とな

ったもの(以下「床上浸水」という。) 

(ア)及び(イ)に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度のもの、

又は土砂、竹木等のたい積等により一時的に居住することができない状態となったもの

とすること。 

イ 人的被害 

(ア) 死者 

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することができない

が、死亡したことが確実なものとすること。 

(イ) 行方不明 

当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるものとすること。 

(ウ) 負傷 

災害のため負傷し、医師の治療を受ける必要のあるものとすること。 
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公営住宅法関連 

 

○ 公営住宅法（抄） 

（昭和２６年６月４日法律第１９３号） 

 

（災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等）  

第八条 国は、次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に

居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建

設等に要する費用の三分の二を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅

の戸数の三割に相当する戸数（第十条第一項又は第十七条第二項若しくは第三項の規定によ

る国の補助に係る公営住宅（この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。）で当該災

害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあ

つては、これらの戸数を控除した戸数）を超える分については、この限りでない。  

一 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象により住宅が滅失した場合で、その

滅失した戸数が被災地全域で五百戸以上又は一市町村の区域内で二百戸以上若しくはその

区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。  

二 火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で二百戸以上又は一

市町村の区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。 

 

 

 

 

○ 公営住宅法に基づく住宅災害復旧事業費調査立会の実施について（抄） 

（昭和３１年１０月１日蔵計第２２４２号財務省主計局長通知） 

 

公営住宅法に基づき国土交通省が行う災害復旧事業の実地調査は、下記により財務局、財務

支局及び沖縄総合事務局が立会することとしたので実施に遺憾なきを期されたい。 

 

記 

 

１．住宅災害確定報告及び災害公営住宅整備計画の提出された都道府県及び市町村について別

添「住宅災害査定基準」により住宅滅失個数を現地（机上を含む。）につき判定する。 

 

別 添 

住宅災害査定基準 

 

公営住宅法（以下「法」という。）第８条及び第 10 条に基づく住宅滅失戸数の査定は本基準

による。 

第１ 住宅の戸数 

(１) 住宅の定義 
住宅とは、一つの世帯が独立して家庭生活が営むことができるように建築された建物又は
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完全に区画された建物の一部をいう。 

一つの世帯が独立して生計を営むことができるための整備要件としては以下のいずれをも

備えていなければならない。 

（イ）専用の出入口のあること。 

（ロ）専用の居住室のあること。 

（ハ）専用又は共用の炊事用排水設備のあること。 

（ニ）専用又は共用の便所がること。 

（２）仮設の住宅 

 災害救助法に基づく災害応急住宅、建設工事現場に建設される飯場等一定の短期間に限っ

ての居住の用に供するために建設される住宅は住宅戸数として算定しない。ただし、当初の

使用条件を変更し使用上恒久住宅とみなしうるものについては、住宅戸数として算定する。

（３）壕舎等の粗悪住宅 

壕舎、小屋等住宅としては極めて粗悪なものであっても第(１)号の住宅としての要件が

備わっており恒久的に居住の用に供されているとみなされるものについては、住宅戸数に

算定する。 

（４）舟小屋住宅 

 水上生活者の舟小屋住宅は、住宅戸数に算定しない。 

（５）建築中の住宅 

 建築中の住宅については、既に入居しているものについては、住宅戸数に算定する。 

 

第２ 被害の区分 

住宅被害の区分は次のとおりとする。 

被害の区分 被害の程度 

滅失 全壊 

全流失 

全焼 

住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住宅

全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住宅の損壊が甚だし

く、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、

住宅の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面

積の 70％以上に達した程度のものまたは住宅の主要な構成要素の経済

的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が

50％以上に達した程度のものとする。 

半壊 

半焼 

住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のも

ので、具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の 20％以上 70％未

満のもの、または住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占

める損害割合で表し、その住宅の損害割合が 20％以上 50％未満のもの

とする。 

損傷 

その他 上記以外のもの。 

（注１）損壊とは、住宅が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることによ

り、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

（注２）主要な構成要素とは、住宅の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住宅

の一部として固定された設備を含む。 
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地震保険に関する法律関連 

 

○ 地震保険に関する法律施行令（抄） 

（昭和４１年５月３１日政令第１６４号） 

 

（てん補される損害及び金額） 

第一条 地震保険に関する法律（以下「法」という。）第二条第二項第二号に規定する政令で定

める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第二号に規定する政令で定める金額は、当該

各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 

一 居住の用に供する建物（以下「居住用建物」という。）の全損（居住用建物の主要構造部

の損害額が当該居住用建物の時価の百分の五十以上である損害又は居住用建物の焼失し若

しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の七十以

上である損害をいう。） 保険金額の全額 

二 居住用建物の半損（居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の

二十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面

積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の七十未満である損

害をいう。） 保険金額の百分の五十に相当する金額 

三 居住用建物の一部損（居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分

の三以上百分の二十未満である損害をいう。） 保険金額の百分の五に相当する金額 

四 生活用動産の全損（生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の八十以上であ

る損害をいう。） 保険金額の全額 

五 生活用動産の半損（生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の三十以上百分

の八十未満である損害をいう。） 保険金額の百分の五十に相当する金額 

六 生活用動産の一部損（生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の十以上百分

の三十未満である損害をいう。） 保険金額の百分の五に相当する金額 

２ 前項各号の「時価」とは、損害の発生する直前の保険の目的のその所在地における価額を

いう。 

３ 第一項第一号から第三号までの居住用建物の主要構造部の損害額には、法第二条第二項第

二号に規定する地震等（以下「地震等」という。）による損害が生じた居住用建物の原状回復

のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとする。 

４ 地震等を直接又は間接の原因とする地すべりその他の災害による急迫した危険が生じたた

め居住用建物が居住不能のものとなつたときは、当該居住用建物は、第一項第一号に規定す

る全損に該当する損害を受けたものとみなす。 

５ 地震等を直接又は間接の原因とする洪水等による水災が発生したため居住用建物が床上浸

水又はこれに準ずる損害で財務省令で定めるものを受けた場合（当該居住用建物が第一項第

一号から第三号までに規定する全損、半損又は一部損に該当する損害を受けた場合を除く。）

には、当該居住用建物は、第一項第三号に規定する一部損に該当する損害を受けたものとみ

なす。 
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○ 地震保険に関する法律施行規則（抄） 

（昭和４１年６月１日大蔵省令第３５号） 

 

（居住用建物の床上浸水等） 

第一条の二 地震保険に関する法律施行令（昭和四十一年政令第百六十四号。以下「令」とい

う。）第一条第五項に規定する財務省令で定める損害は、居住用建物の居住の用に供する部分

の床（畳敷又は板張等のものをいう。）を超える浸水又は居住用建物の直下の地面から四十五

センチメートルを超える浸水による当該居住用建物の損害とする。 
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地方自治法関連 

 

○ 地方自治法（抄） 

（昭和二十二年四月十七日法律第六十七号） 

 

第二条 地方公共団体は、法人とする。 

○２ 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令

により処理することとされるものを処理する。 

○３ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとさ

れているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。ただし、第五項に規定

する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認

められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができ

る。 

○４ 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合

的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなけ

ればならない。 

○５ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわ

たるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町

村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。 

○６ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしな

ければならない。 

○７ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 

○８ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事

務以外のものをいう。 

○９ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる

事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を

特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの（以下「第

一号法定受託事務」という。） 

二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、

都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を

特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの（以下「第

二号法定受託事務」という。） 

○１０ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は

第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、

第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に

掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりであ

る。 

○１１ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共

団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。 

○１２ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公



参考資料Ⅳ 関連法令・通知集 

災害に係る住家の被害認定講習テキスト 

参考資料Ⅳ－27 

共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければなら

ない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別

地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 

○１３ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事

務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理するこ

とができるよう特に配慮しなければならない。 

○１４ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるととも

に、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 

○１５ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団

体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 

○１６ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び

特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 

○１７ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■本書利用上の注意 

 本書は、一部出版物等から図版及び写真の転載を行っており、本書の使用は行政目的

上実施する説明会における使用する場合に限られる。 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒100-8969 

東京都千代田区霞が関１－２－２ 
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